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1. 水道ビジョンの趣旨 

1.1 水道ビジョン策定の背景及び目的 

日本の総人口は平成 20 年の 1 億 2,808 万人をピークに減少に転じており、今後もその傾向に

ある。本県の人口は、昭和 60 年の 83 万 9 千人をピークに減少傾向にあり、減少率は全国でも高

い水準にある。そのため、水道事業は、給水人口や給水量、給水収益も減少し、厳しい経営環

境となっている中、今後、老朽化する水道施設の更新、また、南海トラフ地震や近年の台風によ

る豪雨災害など、様々な災害対策の強化など取り組むべき課題が山積している。 

さらに、水道事業を運営していくために必要な職員が不足し、技術の継承も十分に行えない状

況にある。 

 
一方で、令和元年 10 月には、水道の基盤強化を図るため、「水道法の一部を改正する法律」

が施行され、都道府県は、市町村の区域を越えた広域的な連携の推進やその他の水道の基盤

強化に関する施策を策定し、実施するよう努めなければならないことが明確化された。 

 
そこで、県として、現状の課題を踏まえ、将来の水道のあり方を示し、水道事業体及び水道関

係者が広域的に連携しつつ様々な取り組みに挑戦できる体制を確立し、将来にわたって持続可

能な水道の構築を目的とする「高知県水道ビジョン」を策定する。 

 

 

図 1-1 水道ビジョン関係全体フロー 
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1.2 水道ビジョンの位置づけ 

「高知県水道ビジョン」は、本県の「南海トラフ地震対策行動計画」や水道関連計画に基づき、

県内の水道事業の現状や課題を踏まえ、高知県水道整備基本構想を見直し、水道事業のマス

タープランとして「水道の理想像」の実現に向け、基本理念や基本方針、理想像及び今後 10 か

年の実現方策を示すものである。 

 
図 1-2 高知県水道ビジョンの位置づけ 

1.3 水道ビジョンの計画期間 

計画期間は、令和 2 年 4 月から令和 12 年 3 月までの 10 か年とする。 

 

1.4 基本理念・基本方針・理想像 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜基本理念＞ 

未来へつなぐ、自然の恵み豊かな高知の水道 

＜基本方針＞ 

安全で強靭かつ持続可能な水道の実現に向け、水道基盤の強化を図る 
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2. 一般概況 

1） 地勢 

本県は四国の南に位置し、北側の県境には四国山地がそびえ、愛媛県と徳島県に接し、南側

は太平洋（土佐湾等）に面する 700 ㎞以上の海岸線を擁するなど、山と海に囲まれ、東西方向

に弓なりの形状となっている。面積は 7,103 km2（国土の 1.9 ％）と、47 都道府県中 18 番目に大

きく、11 市 17 町 6 村で構成されている。 

森林面積割合が全国で最も高く、森林率が 84 ％（全国平均は 67 ％）といった豊かな自然環

境が第一次産業の比率の高さに繋がっているほか、四万十川流域をはじめとした観光資源にも

なっている。 

地域別の地形特性は、四国中央の主要部を占める北部山地と、その延長にあたる室戸半島方

面の東部山地、幡多地域にかけての西部山地に大別される。 

県境がある北部山地は石鎚山脈に属する瓶ヶ森（かめがもり：標高 1,896ｍ）や県内最高峰の三

嶺（さんれい：1,893ｍ）に代表される 1,500～1,900ｍ級の山岳が連なる急峻な地形となっている。

その南側には 1,000ｍ以下の低山地が広がり、物部川、仁淀川の下流部に挟まれて県内最大の

高知平野が広がっている。 

 

出典：国土交通省 国土地理院 「基盤地図情報」を 3D 加工 

図 2-1 高知県の地形 
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2） 産業 

県内における平成 28 年度の第 1 次産業から第 3 次産業までの事業所数は、35,366 事業所と

なり、経年的に減少傾向で推移している。 

さらに、従業者数は増減はあるが、経年的に減少している。平成 28 年度には、267,341 人とな

り、平成 8 年度と比較し、約 45,000 人減少している。 

また、産業別には、1 次産業は事業所数及び従業者数において増加傾向にあるが、全産業の

約 1 ％程度で推移している。 

2 次産業は、事業所数・従業者数ともに減少傾向で平成 8 年度と比較してそれぞれ約 40 ％減

少している。 

3 次産業は、全産業の約 80 ％を占めるが、事業所数は減少傾向にある。従業者数について

は、増減はあるもののほぼ横ばいである。 

 

出典：経済センサス（総務省統計局） 

図 2-2 産業別事業所数 

 

出典：経済センサス（総務省統計局） 

図 2-3 産業別従業者数 
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3） 水資源 

（1） 降水量 

本県の年間降水量の平均値（平成 25 年～平成 29 年）は、高知で 2,759.4 mm、室戸岬で

2,628.0 mm、清水で 2,751.4 mm、宿毛で2,187.8 mmとなっており、全国の年間平均降水量1,700 

mm と比較して、いずれの観測地点でも上回る。 

また、冬季（12 月～2 月）の平均降水量は、いずれの観測地点でも 40～56 mm で推移してお

り、他の月と比較して約 1/5 程度の降水量となっている。 

 

 

出典：平成 30 年度版高知県統計書 

図 2-4 年間降水量 

 

出典：平成 30 年度版高知県統計書 

図 2-5 月間降水量 
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（2） 河川・ダム 

本県の河川は、標高 1,000 m 級の峰が連なる四国山脈から山腹斜面を一気に流れ下り太平洋

に注ぐ急勾配の比較的小規模な河川が多く、一級河川の吉野川・四万十川・仁淀川・物部川を

除けば流域面積、流路延長とも奈半利川が最大で、それぞれ 311.3 km2、61.1 km となっている。 

 

表 2-1 高知県の河川（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

出典：高知県ホームページ 

 

また、県内に河川課が所管する永瀬ダム、鎌井谷ダム、鏡ダム、桐見ダム、坂本ダム、以布利

川ダムがあり、さらに和食ダム、春遠ダムを建設中である。 

これら以外に県内には、吉野川の早明浦ダム（独立行政法人水資源機構所管）、仁淀川の大

渡ダム（国土交通省所管）、奈半利川の魚梁瀬ダム（電源開発株式会社所管）、吉野川水系の穴

内川ダム（四国電力株式会社所管）、物部川の吉野ダム、杉田ダム（高知県公営企業局所管）な

ど多数のダムがある。 

出典：高知県ホームページ 

図 2-6 ダム位置図  

種別 水系数 河川数 延長 （km） 備考

大臣管理区間 131 km

知事管理区間 1,792 km

二級河川 97 270 1,243 km

合計 101 666 3,166 km

一級河川 4 396 1,923 km
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4） 大規模自然災害リスク 

（1） 地震リスク 

平成 7 年の兵庫県南部地震以降、現在まで震度 6 弱以上の大地震は、全国で 12 回発生して

いる。 

一方、本県では今後 30 年以内に南海トラフ地震等による地震発生確率は 70～80 ％と発表さ

れており、切迫した状況にある。 

さらに、南海トラフ地震被害想定において、本県は被災直後の断水率が 99％、1 か月後の断水

率 51％である。（40 都府県ワースト 1） 

水道は、県民生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインであり、大規模地震発生時

においても、基幹的な水道施設の安全性の確保や重要施設等への給水の確保が必要である。 

また、仮に水道施設が被災した場合であっても速やかに復旧できる体制の確保等が急務となっ

ている。 

 

表 2-2 平成 7 年以降に発生した震度 6 弱以上の地震一覧 

出典：地震調査研究推進本部 地震調査委員会 算定基準日 2019 年 1 月 1 日 

  

発生日 最大震度
地震の規模

（Ｍ）
断水戸数 最大断水日数

① 兵庫県南部地震 平成 7年 1月17日 7 7.2 約1,300,000戸 約90日

② 新潟県中越地震 平成16年10月23日 7 6.8 約130,000戸 約30日

③ 能登半島地震 平成19年 3月25日 6強 6.9 約13,000戸 13日

④ 新潟県中越沖地震 平成19年 7月16日 6強 6.8 約59,000戸 20日

60日

（全戸避難地区除く）

⑥ 駿河湾を震源とする地震 平成21年 8月11日 6弱 6.5 約75,000戸 3日

約150日

（津波地区等除く）

⑧ 長野県神城断層地震 平成26年11月22日 6弱 6.7 約1,300戸 25日

約110日

(家屋等損壊地域除く）

⑩ 鳥取県中部地震 平成28年10月21日 6弱 6.6 約16,000戸 4日

⑪ 大阪府北部地震 平成30年 6月18日 6弱 6.1 約94,000戸 3日

⑫ 胆振地方中東部地震 平成30年 9月6日 7 6.7 約60,700戸 10日

⑨

地震名

東北地方太平洋沖地震 平成23年 3月11日

岩手・宮城内陸地震 平成20年 6月14日⑤

⑦

熊本地震 平成28年 4月14・16日 7 7.3 約446,000戸

6強 7.2 約5,500戸

7 9.0 約2,567,000戸
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（2） 津波、土砂災害、豪雨、洪水リスク 

（津波） 

昭和 21 年 12 月に和歌山県潮岬の沖合約 50 キロメートルの海底を震源として昭和南海地震

が発生した。地震の規模を表すマグニチュードは 8.0 で、高知県沿岸に 4～6 m の津波が押し寄

せた。 

大きな揺れと津波により、679 人が死亡・行方不明、1,836 人が負傷したほか、4,846 戸の家屋

が全壊・流失するなど大きな被害がでた。 

出典：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課 第 1 回委員会資料 

図 2-7 昭和南海地震による津波被害（須崎市） 

 
南海地震は、約 100 年周期で発生しており、昭和南海地震の発生から 70 年以上が経ち、南海

トラフ地震等の発生が懸念されている。 

出典：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課 第 1 回委員会資料 

図 2-8 南海地震等発生年 

1944年

南海地震 東南海地震 東海地震

1707年

1854年

1946年

現在（2019年）

発生年（西暦）

1605年 M7.9 南海地震と東海・東南海の3連動型

M8.4 南海地震 安政東海地震

M8.6 南海地震と東海・東南海の3連動型

M8.0 南海地震

昭和東海地震

30年以内に南海トラフ地震等発生確率70～80％

102年

147年

92年

73年
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南海トラフ地震が発生すると沿岸部において、最大で 34 m の高さ、到達時間最短 3 分の津波

が発生することが予想されている。 

広範囲の給水区域が浸水する市町村もあり、津波対策が急務となっている。 

出典：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課 第 1 回委員会資料 

図 2-9 南海トラフ地震による最大津波高さ 

 

（土砂災害） 

近年の集中豪雨や大地震の発生に伴い、がけ崩れや土石流、地すべり等の土砂災害が引き

起こされている。 

本県は、平坦な土地が少なく、山地面積が他県と比べて高いことに加えて、山地の地質は砂岩、

泥岩、片岩が主に分布し、構造線と呼ばれる岩盤に割れ目の多い地帯が東西に分布しているこ

とから、土砂災害がおきやすい傾向にある。 

 

表 2-3 高知県の大規模な土砂災害 

出典：土砂災害啓発冊子 

人的被害 家屋被害

① 昭和47年7月 繁藤災害
死亡60名
負傷7名

全壊10棟
半壊3棟

② 昭和50年8月,昭和51年9月 連年災害
死亡78名

行方不明8名
全壊762棟

半壊1,573棟

③ 平成10年9月 '98豪雨 死亡1名
全壊8棟
半壊19棟

④ 平成11年8月 '99豪雨 －
全壊1棟

床上・下浸水352棟

⑤ 平成13年9月 高知西南部豪雨 負傷8名
全壊25棟
半壊265棟

⑥ 平成16年8月 早明浦豪雨 負傷2名
全壊8棟

一部損壊7棟

⑦ 平成26年8月 豪雨災害（高知県） 負傷7名
全壊3棟
半壊3棟

時期・地域名
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（豪雨・洪水） 

近年では、大型の台風の襲来や豪雨の影響により、浸水や土砂災害が全国的に発生し、本県

においても、水道施設が被災するケースが発生している。 

そのため、地震や津波対策のみならず、土砂災害や豪雨、洪水などに対する対策も急務となっ

ている。 

昭和 47 年 7 月 4 日から 5 日にかけて繁藤では 24 時間雨量 742 mm を記録する豪雨となり、

多数の土砂崩壊が発生し、消防団員１名が崩壊に巻き込まれ行方不明となった。その救出作業

に従事していた消防団員や町職員を、100,000m3 の大崩壊が襲い先の不明者を含む 60 名が犠

牲となった。 

 

出典：高知新聞社 

        図 2-10 繁藤災害（昭和 47 年 7 月） 

 

出典：気象庁ホームページ 

図 2-11 平成 30 年 7 月豪雨 期間降水量分布図（6 月 28 日 0 時~7 月 8 日 24 時） 

 

表 2-4 平成 30 年 7 月豪雨における主な水道被災状況 

 
出典：厚生労働省発表データ 7 月 10 日 20：00 現在 
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近年の台風、豪雨等による断水等、水道施設への被害状況を示す。 

平成 26 年度は、8 件の被害が発生し、その後 3 年間は 1~2 件であったが、平成 30 年度では

6 件に増加した。 

 

出典：自然災害による断水等水道施設への被害状況報告書 

図 2-12 台風豪雨等による直近 5 か年の被害件数 

 
また、全国的にも台風や豪雨等による広域的な被害が発生している。平成 30 年 7 月豪雨によ

って、浄水場等の冠水、土砂崩れ等により水道施設が被災し、中国・四国地方を中心に 18 府県

80 市町村 111 事業者、約 263,000 戸に断水被害が発生し、最大断水日数は 38 日と、長期的な

被害をもたらした。 

表 2-5 近年発生した台風・豪雨等一覧 

出典：全国水道関係担当者会議資料【資料編】 
 

表 2-6 平成 30 年 7 月豪雨による水道施設の被災状況 

土砂災害 洪水等 

・浄水場が損壊 

・ポンプ場が損壊 

・水道管路が損傷 

・浄水場、取水場、水源地（浅井戸等）が冠水 

・原水濁度上昇により、浄水場運転停止 

出典：全国水道関係担当者会議資料【資料編】 

①
平成27年9月 関東・東北豪雨
（茨城県、栃木県、福島県、宮城県）

②
平成28年1月 寒波による凍結被害
（九州を中心とした西日本一帯、1府20県）

③
平成28年8月 台風10号
（北海道、岩手県等）

④
平成29年7月 九州北部豪雨
（福岡県、大分県）

⑤
平成30年1～2月 寒波による凍結被害
（北陸地方、中国四国地方）

⑥ 平成30年7月 豪雨

⑦ 平成30年9月 台風21号・24号 約16,000戸 約20,000戸 12日 19日

38日

12日

23日
（家屋等損壊地域除く）

39日

7日

12日

断水戸数 最大断水日数

約263,000戸

約36,000戸

約3,000戸

約17,000戸

約504,000戸

約27,000戸

時期・地域名
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3. 圏域の区分の設定 

 圏域設定の方針 

本ビジョンの圏域は、すべての市町村が、いずれかの圏域に含まれるように設定し、各圏域内

において、水道の水源及び水質の安全性の確保、災害時の迅速な復旧活動、人材配置や施設

管理及び財源確保に配慮し、安全、強靭で、持続ある水道の実現を目指す。 

圏域設定の方針を以下に示す。 

〇県の役割である広域的な事業間調整機能、流域単位の連携推進機能を効果的に発揮でき

るように、下記条件を踏まえて設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「都道府県水道ビジョン」作成の手引き p.8 厚生労働省 

 
 圏域設定 

本ビジョンでは、1）の方針を踏まえた上で以下の考えに基づき、圏域区分を保健所単位で設

定する。 

①県の具体的な取り組みである水道事業体等に対する立入検査、各種説明会・研修会等の

実施、県内水道事業等の状況把握、将来に向けたシミュレーション、耐震化・アセットマネジ

メントの実施の促進、災害時の相互応援体制の構築などについては、既に保健所単位で一

部取り組みを進めている。 

②既存の水源の種別は地下水が多く、水量、水質、水圧にそれほど多くの課題が取り上げら

れていないことや、水源の確保に困っている市町村でも、既にダム建設等の水源確保の事

業が進んでいる。このことから、保健所単位で設定しても、地形的条件への適合が損なわれ

ない。 

③既に一部の保健所では、意見交換等の体制が構築されており、その絆の強化につながる。 

④圏域に、リーダーの資質を持つ事業体が各々存在する。 

なお、原水の水質監視や水質事故対応などについては、圏域を越えた水系毎の取り組みも必

要である。 

  

① 地勢、水源等の自然的条件に適合した地理的範囲であること。 

② 圏域内のすべての水道の施設整備、維持管理、経営等の業務が遂行できる技術

的、財政的基盤を備えていること。 

③ 既存の圏域区分がある場合には、必要に応じて圏域を見直し、県ビジョンに位置づ

けることが望ましいこと。 

④ 圏域内の水道事業体間における発展的広域化の検討の推進が確実に実行される範

囲を設定すること。 
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また、圏域を越えて連携した方が効果的な場合もあることから、圏域内での連携と併せて、圏域

を越えた取り組みも望まれる。 

 

＜設定した圏域＞ 

本ビジョンでは、圏域を高知市圏域及び 5 つの圏域に設定する。 

 高知市圏域：高知市を一つの圏域に設定 ― 各圏域を支援する高知県と連携 

 5 圏域：安芸圏域、中央東圏域、中央西圏域、須崎圏域、幡多圏域―保健所単位で構成 

 
備考）高知市圏域は、事業規模が大きく、技術力が高いため、県と連携する立場とし、他の 5 圏域は、県認可の事業の

ため、県が支援を行う。 

図 3-1 水道ビジョンの圏域区分 
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表 3-1 圏域別市町村構成や面積及び人口 

 

出典：平成 29 年度 高知県市町村便覧 

圏域名
構  成
市町村名

⾃治体の数 ⾯積（km2）
（平成28.10.1）

⼈⼝（⼈）
（平成29.1.1）

⾼知市圏域 ⾼知市 １市 309.00 334,049

安芸圏域
室⼾市 安芸市 東洋町 奈半利町
⽥野町 安⽥町 北川村 ⾺路村 芸⻄村

２市４町３村 1,128.51 49,844

中央東圏域
南国市 ⾹南市 ⾹美市
本⼭町 ⼤豊町 ⼟佐町 ⼤川村

３市３町１村 1,546.32 120,501

中央⻄圏域
⼟佐市 いの町 仁淀川町
佐川町 越知町 ⽇⾼村

１市４町１村 1,153.06 81,579

須崎圏域
須崎市 中⼟佐町 梼原町
津野町 四万⼗町

１市４町 1,405.32 57,562

幡多圏域
宿⽑市 ⼟佐清⽔市 四万⼗市
⼤⽉町 ⿊潮町 三原村

３市２町１村 1,561.72 89,000

11市17町６村 7,103.93 732,535合 計
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4. 水道の現況 

4.1 水道の普及状況 

 水道の普及状況と水道事業数 

本県の現在給水人口は、年々減少傾向にあり、平成 28 年度には平成 19 年度と比較して約

45,000 人減少し、676,649 人となっている。 

一方で、水道普及率は平成 28 年度に 94.1 ％まで上昇している。 

 
出典：「高知県の水道 H28」を加工 

図 4-1 高知県の現在給水人口と水道普及率の推移 
 
圏域別では、いずれの圏域でも現在給水人口は減少しており、特に安芸圏域と須崎圏域の減

少率は顕著である。なお、水道普及率は、全国平均をいずれの圏域も下回っている。 

 

出典：「高知県の水道 H28」を加工 

図 4-2 圏域別の現在給水人口と水道普及率の推移  
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平成 27 年度の本県の水道事業は、上水道事業が 18 か所、簡易水道事業が 233 か所、専用

水道 40 か所である。簡易水道事業数は、四国４県で最も多く存在している（徳島県 118 か所、香

川県 15 か所、愛媛県 145 か所）。 

近年では水道事業の事業統合が進められ、事業数は平成 15 年度以降、減少傾向になってい

る。 

 
出典：「高知県の水道 H27」を加工 

図 4-3 高知県全体事業数の推移 
 
圏域別の水道事業数は、上水道事業、簡易水道事業では、高知市圏域が最も少なく、また、

専用水道は、安芸圏域、須崎圏域にはなく、中央西圏域、幡多圏域は少ない。また、簡易水道

の事業数においては、幡多圏域が最も多い状況にある。 

出典：「高知県の水道 H28」を加工 

図 4-4 圏域別事業数の推移  
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 給水量の実績 

年間給水量実績は、上水道事業、簡易水道事業ともに平成 12 年度から減少し続けている。こ

れは、給水人口の減少や節水意識の向上などの要因が考えられる。 

また、平成 27 年度の本県における有収率は、上水道事業は増加傾向で 88.3 ％、簡易水道

事業は減少傾向で 76.8 ％である。 

 

出典：「高知県の水道 H27」を加工 

図 4-5 年間給水量と有収率の推移 

 
圏域別年間給水量は、いずれの圏域も給水人口の減少に伴い、年間給水量が減少している。 

特に、幡多圏域と中央東圏域では減少率が大きい傾向にある。 

 

出典：「高知県の水道 H27」を加工 

備考）各圏域の過去 10 か年の推移と、圏域間での横断的な確認をするために、H18 から 3 年ごとのグラフを示した。 

図 4-6 圏域別年間給水量の推移  
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上水道事業における圏域別有収率は、高知市圏域で 90 ％を上回るが、他圏域では概ね

85 ％を下回る。 

出典：「高知県の水道 H27」を加工 

図 4-7 圏域別有収率の推移（上水道） 

 

簡易水道事業の有収率は、高知市圏域で 90 ％を上回るが、他圏域では概ね 80 ％を下回る

状況にあり、上水道事業より低くなっている。 

 

出典：「高知県の水道 H27」を加工 

図 4-8 圏域別有収率の推移（簡易水道） 

 

 

92.8
93.1

91.7

92.8

94.1

93.2

94.3
95.2

94.0 93.6

87.6

85.4 86.0

85.7

86.0 86.1

84.6
83.3

82.1

80.5
80.9 80.8 82.3

81.7

83.7
81.8

79.4

82.7

84.7 86.2

80.7 80.3

77.8

80.9
82.2

82.0
82.8

81.1

81.2
83.4

78.0
79.3

83.5

82.0 82.3

81.5

84.6

81.2

80.3

81.2

75.4

79.4 80.5
79.2

78.7

80.1

78.4
78.4

80.8

80.1

65

70

75

80

85

90

95

100

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

有
収
率(

％)

年度

高知市圏域 安芸圏域 中央東圏域 中央西圏域 須崎圏域 幡多圏域

92.6 92.7

92.6

92.6 92.6 92.5 92.6 92.4 92.4

90.5

75.2

78.7

75.5

78.1 77.0 79.7
74.8

73.1
72.3

73.8

75.0

72.2
73.4

74.1

72.3 71.0
70.1 70.6

77.0 76.7

82.2

77.2
76.8

78.3

79.6

79.9

82.4

81.0

80.1
78.7

85.9

83.9

88.6
88.0

84.7

81.1
80.4

75.5

80.8

76.3

85.1

83.3
83.4

78.2

80.7

80.2

82.9 82.9

79.9
79.0

65

70

75

80

85

90

95

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

有
収
率(

％)

年度

高知市圏域 安芸圏域 中央東圏域 中央西圏域 須崎圏域 幡多圏域



19 

 

 給水原価、供給単価、料金回収率の分布状況 

本県の給水原価、供給単価は、上水道事業、簡易水道事業の平均値ともに全国平均より安価

である。これは、本県の水源の伏流水や地下水の割合や消毒のみの浄水処理の割合が全国平

均より高く、浄水処理コストが低いことが要因と考えられる。 

 

出典：高知県の水道 H27（全国平均値は、地方公営企業年鑑 統計資料 総務省 H27） 

図 4-9 上水道事業の給水原価、供給単価 

 

出典：高知県の水道 H27（全国平均値は、地方公営企業年鑑 統計資料 総務省 H27） 

図 4-10 簡易水道事業の給水原価、供給単価 
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料金回収率は、上水道事業・簡易水道事業の平均値ともに 100%を下回る状況にある。なお、

上水道事業では、料金回収率が 100％に近い値を示すが、簡易水道では 300 円以上の給水原

価の事業体が極端に多いにもかかわらず、供給単価は 80 円から 160 円程度に収まっており、収

支のバランスがとれていない状況にある。 

 

出典：高知県の水道 H27（全国平均値は、地方公営企業年鑑 統計資料 総務省 H27） 

図 4-11 上水道・簡易水道事業の料金回収率 
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4.2 水道施設状況 

 水源の状況 

本県の水源は、伏流水や地下水の割合が高く、全国平均と比較しても高くなっている。 

 
表 4-1 高知県における水源別水量割合（上水道） 

 
 
 

表 4-2 水源別年間取水量の内訳 

 
備考）小数点以下の数値の関係で、一部合計値に誤差あり。 

出典：「高知県の水道 H27」 

 

 

備考）小数点以下の数値の関係で一部合計値に誤差あり。 

出典：「高知県の水道 H27」 

図 4-12 水源種別の割合と年間取水量の内訳 
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 浄水方法の状況 

本県の浄水施設の浄水方法は、消毒のみの割合が高く、全国平均と比較しても高くなってい

る。これは、水源の伏流水や地下水の占める割合が高いことが要因と考えられ、浄水処理のコス

ト面や維持管理面からも有利な状況にある。 

 

表 4-3 高知県における浄水方法の比較（上水道） 

 

 

表 4-4 浄水方法別年間浄水量の内訳 

 
備考）小数点以下の数値の関係で、一部合計値に誤差あり。 

 

出典：「高知県の水道 H27」 

 

 

備考）小数点以下の数値の関係で一部合計値に誤差あり。 

出典：「高知県の水道 H27」 

図 4-13 浄水方法の割合と年間浄水量の内訳 
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 耐震化の状況（基幹管路） 

厚生労働省は、「水道施設の耐震化の計画的実施について（平成 20 年 4 月 8 日）」において、

既存の水道施設の耐震化に関し、「災害時に重要な拠点となる病院、診療所、避難拠点など、人

命の安全確保を図るために、給水優先度が特に高いものとして位置づけられている施設へ配水

する管路については、優先的に耐震化を進める。」としている。また、新水道ビジョン（平成 25 年

3 月策定）においても、「給水区域内の重要な給水施設（病院、避難所など）をあらかじめ設定の

うえ当該施設への供給ライン（管路）の優先的な着手により、早期の耐震化を図る。」としている。 

平成 29 年度時点での都道府県別の耐震適合率では、本県は 47 都道府県中 21 位にあり、全

国平均値 39.3 ％に対し 38.5 ％と 0.8 ポイント下回っている。 

出典：厚生労働省ホームページ 

出典：厚生労働省「水道事業における耐震化の状況（平成29年度）」 

図 4-14 都道府県別基幹管路耐震適合率  
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4.3 組織体制 

 職員数 

上水道事業の職員数は、高知市圏域が 154 人と最も多く、他の圏域の職員数は、高知市圏域

に比べて大幅に少ない状況である。また、高知市以外の圏域の 1 事業体あたりの職員数は、全

国平均 33 人より少ない状況である。 

 

出典：「高知県の水道 H27」を加工 

図 4-15 圏域別水道事業職員数と平均職員数 

 

上水道事業における職員数では、高知市で技術職員の割合が多いが、その他の事業体では

技術職員の割合が少ない状況である。 

出典：「水道統計 H27」を加工 

図 4-16 上水道事業者別職員数と職種別職員数 
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また、簡易水道事業の職員数は半数以上の市町村で、1～2 名程度の少数体制となっている。

 

※南国市、大川村、土佐市には簡易水道事業はない。 

出典：「水道統計平成 28 年度 市町村別総括表（様式 3-1）」 

図 4-17 簡易水道事業者別職員数 

 

また、圏域別の委託状況は、水質検査（管理）業務は高知市圏域を除いて 80％以上が委託し

ている。一方で、施設の警備業務、鉄蓋の点検・調査、給水装置の検査については、多くの圏域

で委託していない。 

なお、下表については市町村別に委託状況を集計し、圏域別に外部委託を行っている割合を

算定した。 

表 4-5 外部委託の状況 

 

出典：第 1 回作業部会時アンケート調査結果 
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5. 給水量の実績と水需要の見通し 

5.1 水需要の算定方法 

1） 行政区域内人口 

行政区域内人口の将来推計は、市町村の総合戦略における人口推計を用いて、平成 28 年度

を基準として、実績値との乖離値を加減算し、設定する。 

 

2） 一日平均給水量 

一日平均給水量の将来推計は、時系列傾向分析により算定する。 

表 5-1 時系列推計曲線 

適
用
性 

年平均 

増減数式 

年平均 

増減率式 
べき曲線式 

修正指数 

曲線式 

ロジスティック 

曲線式 

増
加
傾
向 

推計式： 

Y=Ax+B 

式の傾向：

同じ割合の

数が増減す

る。 

推計式： 

Y=yo(1+R)＾ｘ 

式の傾向： 

同じ増減率が

継続する。 

推計式： 

Y=Cｘ＾A 

式の傾向： 

増 加 又 は 減

少を続け、変

化率が年とと

もに増加又は

減 少 を 続 け

る。 

推計式： 

Y=K-AB＾ｘ 

式の傾向： 

飽和値 K に漸近する上方漸

近線である。 

推計式： 

Y=K／（1+e＾（A-Bｘ）） 

式の傾向： 

無限年前に一定値、年月の経

過とともに漸増し、中間の増加

率が最も大きくその後増加率

が減少し、無限年後に飽和に

達する。 

減
少
傾
向 

逆修正指数 

曲線式 

逆ロジスティック 

曲線式 

推計式： 

Y=K+AB＾ｘ 

式の傾向 

飽和値 K に漸近する下方漸

近である。 

推計式： 

Y＝C-（C-K）/（1+e＾（A-Bx））

式の傾向： 

無限年前に一定値、年月の経

過とともに漸減し、中間の減少

率が最も大きくその後減少率

が減少し、無限年後に飽和に

達する。 

Y：推計年度の値、yo：基準年度の値、x：基準年からの経過年数に対応する値、R：年平均増加率、A,B,C：定数、 

e：自然対数の底、K:飽和値（収束値） 

 

3） 一日最大給水量 

一日最大給水量の将来推計は、実績負荷率の平均値を用いて、一日平均給水量を除して算

定する。 
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5.2 水需要の算定結果 

行政区域内人口は、令和11年度には656,172人となり、平成28年度から9％減少した。

一日最大給水量は、令和11年度には300,676 m3/日となり、平成28年度から6％減少する

推計結果となった。 

 

 
 

図 5-1 行政区域内人口推計値 

 

 

図 5-2 一日最大給水量推計値 

高知県：H28  719,041 人、R11  656,172 人（‐9 ％）

高知県：H28  319,925 m3/日、R11  300,676 m3/日（‐6 %） 
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6. 現状分析、課題の抽出 

 現状分析・評価の観点 

高知県水道ビジョンでは、理想像の具現化に向け、関係者が取り組むべき事項、方策等を示す

こととしているが、それらを示すにあたっては、現状の水道がどのような状況にあるのかを把握し、

その状況を踏まえることが必要である。 

そこで、厚生労働省の新水道ビジョンでも示されているとおり、現状分析と評価については、水

道の現況、水需要の見通しを踏まえ、安全、強靭、持続の 3 つの観点から現状や課題を明らかに

する。 

【安全】安全な水の供給は保証されているか（水道水の安全） 

  

【強靭】危機管理への対応は徹底されているか（危機管理・災害対策） 

 

【持続】水道サービスの持続性は確保されているか（運営基盤強化） 

 

 現状分析の評価手法 

現状分析は、高知県の水道統計「高知県の水道」や「水道水質関連調査」等を用いて、安全・強

靭・持続の観点から現状を分析する。 

また、「水道事業ガイドライン（JWWA Q100）」（2005 年 １月制定、2016 年 3 月改正）において

制定された業務指標（PI：Performance Indicator）を用いて定量的に評価を行う。 
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6.1 安全 

 水道システムの水質監視 

（1） 水の安全性確保への取り組み 

 

 

 

 

＜現状＞ 

原水水質は、概ね安定しているが、渇水や近年頻発している大雨等に起因した水質悪化や水

量不足が懸念される水源がある。 

また、水質を適切に把握し、施設の運転や計画に適切に反映していくことが必要である。 

なお、水安全計画を策定している市町村は 1 市に留まり、水質汚染リスクの対策が遅れている。 

 

※水道事業を運営する 33 市町村を対象とする。 

 

図 6-1 水安全計画策定の状況

仁淀川町

芸西村

須崎市

奈半利町

四万十市

三原村

大月町

東洋町

中土佐町

梼原町 津野町 土佐市 北川村

土佐清水市

四万十町 室戸市

黒潮町

宿毛市 策定予定なし（3年以内）

策定予定あり
策定中

策定済み

安田町

田野町

香美市

高知市 南国市

越知町 馬路村

佐川町日高村
香南市

安芸市

大川村

いの町 土佐町 本山町 大豊町

出典）平成29年度水道水質関連調査

水安全計画策定率 実施率

高知市圏域 1 / 1 100%

安芸圏域 0 / 9 0%

中央東圏域 0 / 6 0%

中央西圏域 0 / 6 0%

須崎圏域 0 / 5 0%

幡多圏域 0 / 6 0%

高知県 1 / 33 3%

実施市町村数

＜背景＞ 

水源から給水栓に至る水道システムに存在する危害を抽出・特定し、それらを継続的に監

視・制御することにより、安全な水の供給を確実にするシステムづくりを目指す必要がある。
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出典：高知市提供資料 

図 6-2 仁淀ブルー 
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 クリプトスポリジウム等の汚染リスクに対応した浄水処理 

 
（1） クリプトスポリジウム等の汚染のリスク 

 

 

 

 

 

 

※1：水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針 平成 19 年厚生労働省 
 
＜現状＞ 

対策が必要な浄水施設は、高知県全体として平成 29 年度で 166 か所ある。 

そのうち、約 30％の 52 か所が未対応浄水施設になっており、浄水処理の適正化への取り組み

が遅れている。 

表 6-1 クリプトスポリジウム対策実施状況 

（単位：か所） 

 

 
（2） 水源におけるリスク 

＜現状＞ 

取水施設・設備の老朽化や濁度上昇、塩水化などが懸念される水源があり、浄水処理は、原水

水質に対して概ね適正であるが、さらなる対策を要する施設がある。 

 
 給水サービスの向上 

 
（1） 小規模自家用水道等の水質管理 

 

 

 

 

＜現状＞ 

簡易専用水道は、水道法に基づき毎年 1 回以上の検査を受けなければならない。 

 

 

高知市圏域 39 39 39 29 39 10 11 11 9 10 10 11 11 9 9 0 0 0 0 1
39 39 39 39 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
81 81 81 77 82 21 22 22 22 40 12 18 13 14 30 9 4 9 8 10
47 29 47 45 49 20 15 19 19 23 10 7 10 10 13 10 8 9 9 10
66 10 65 66 69 19 5 19 24 55 5 1 5 5 34 14 4 14 19 21
90 42 67 65 63 36 22 28 37 35 19 8 13 23 25 17 14 15 14 10

362 240 338 321 341 109 78 102 114 166 59 48 55 64 114 50 30 47 50 52
出典）H25年度～H29年度水道水質関連調査

未対応浄水施設数対応済浄水施設数

幡多圏域

須崎圏域

中央西圏域

高知県

H25 H26 H27 H28 H29
圏域名

中央東圏域

安芸圏域

調査対象施設数 対応が必要な浄水施設数
H29H28H27H26H25 H26H25 H29H28H27H29H28H27H26H25

＜背景＞ 
原水に、クリプトスポリジウム等が混入するおそれがある場合には、浄水施設に濾過等の

設備を設けなければならないこと※1 とされているが、特に小規模な水道施設を中心に、必

要な濾過設備が設置されていない施設が多く残存していることなどから、クリプトスポリジ

ウム等の対策を一層推進していく必要がある。 

＜背景＞ 

自家用水道の維持管理は、基本的にその所有者の責任において行われるが、水質事故の

事例もあり、適切な管理を徹底する必要がある。所有者による管理体制を充実するため、行

政、水道事業体及び登録検査機関等との連携を図りつつ、「飲用井戸等衛生対策要領」を

徹底し、施設の実態把握と水質管理向上の推進が必要になる。 
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また、小規模貯水槽水道及び飲用井戸についても高知県飲用井戸等衛生対策要領等に基づ

き毎年 1 回以上の検査を受けなければならない。 

高知県における平成 27 年度の簡易専用水道の検査受検率は 63.9％、小規模貯水槽水道の

検査受検率は 1.6％で、全国の受検率と比較すると低い水準にある。 

 

表 6-2 簡易専用水道検査実施状況 

 
 

表 6-3 小規模貯水槽水道検査実施状況 

 

  

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29
469 474 472 232 221 218 21 31 43

(56.6) - - (49.5) (46.6) (46.2) (4.5) (6.5) (9.1)
37 37 34 9 16 7 17 3 1

(100.0) (94.9) (100.0) (24.3) (43.2) (20.6) (45.9) (8.1) (2.9)
5 75 79 2 38 19 0 5 40

(83.3) (94.9) (98.8) (40.0) (50.7) (24.1) (0.0) (6.7) (50.6)
53 51 52 35 30 26 5 6 0

(94.6) (96.2) (98.1) (66.0) (58.8) (50.0) (9.4) (11.8) (.0)
50 49 40 30 30 25 4 5 6

(96.2) (94.2) (78.4) (60.0) (61.2) (62.5) (8.0) (10.2) (15.0)
45 55 36 14 32 13 4 8 2

(86.5) (85.9) (80.0) (31.1) (58.2) (36.1) (8.9) (14.5) (5.6)
659 741 713 322 367 308 51 58 92

(63.9) - - (48.9) (49.5) (43.2) (7.7) (7.8) (12.9)
163,482 162,543 162,565 38,903 37,943 36,410 732 1,167 1,260
(78.3) (78.4) (78.2) (23.8) (23.3) (22.4) (0.4) (0.7) (0.8)

出典）H27年度～H29年度水道水質関連調査、平成30年度全国水道関係担当者会議資料【資料編】

備考）高知市圏域において平成28年、29年の検査対象施設数は、高知市が施設数の情報を把握していないため、「-」としている。そのため、

受検率及び高知県の受検率も「-」としている。

456452幡多圏域

全国 207,808207,260208,798

高知県 --1,032

515252須崎圏域

535356中央西圏域

80796中央東圏域

343937安芸圏域

報告施設数
圏域名

高知市圏域 --829

検査対象施設数
（指摘率 %） （報告率 %）

検査実施施設数
（受検率 %）

検査指摘施設数

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29
37 39 41 22 25 23 1 4 3

(0.8) - - (59.5) (64.1) (56.1) (2.7) (10.3) (7.3)
14 14 13 4 10 3 2 0 0

(26.9) (100.0) (100.0) (28.6) (71.4) (23.1) (14.3) (0.0) (0.0)
3 19 18 2 13 9 1 0 4

(100.0) (100.0) (100.0) (66.7) (68.4) (50.0) (33.3) (0.0) (22.2)
8 9 10 4 4 6 0 0 1

(11.3) (100.0) (14.7) (50.0) (44.4) (60.0) (0.0) (0.0) (10.0)
9 10 11 9 8 10 1 0 2

(8.1) (8.8) (9.4) (100.0) (80.0) (90.9) (11.1) (0.0) (18.2)
5 13 9 2 10 2 1 0 0

(9.1) (21.7) (15.8) (40.0) (76.9) (22.2) (20.0) (0.0) (0.0)
76 104 102 43 70 53 6 4 10

(1.6) - - (56.6) (67.3) (52.0) (7.9) (3.8) (9.8)
27,281 26,304 27,677 7,343 6,673 6,714 - - -
(3.2) (3.1) (3.3) (26.9) (25.4) (24.3) - - -

出典）H27年度～H29年度水道水質関連調査、平成30年度全国水道関係担当者会議資料【資料編】

備考）高知市圏域において平成28年、29年の検査対象施設数は、高知市が施設数の情報を把握していないため、「-」としている。そのため、

受検率及び高知県の受検率も「-」としている。

576055幡多圏域

117114111須崎圏域

全国 829,524840,170845,345

高知県 --4,889

68971中央西圏域

18193中央東圏域

131452安芸圏域

高知市圏域 --4,597

検査実施施設数
圏域名

検査対象施設数
検査指摘施設数 報告施設数

（受検率 %） （指摘率 %） （報告率 %）
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（2） 水道未普及地域の残存 

 

 

 

 

未普及地域への多様な給水対策や未普及解消の必要性が高まっている。 

＜現状＞ 

水道普及率は、平成 28 年度に 94.1％となっており、未普及地域が 5.9％残っている。 

 

表 6-4 平成 28 年度 水道普及率 

 

 

（3） 指定給水装置工事事業者の資質向上 

指定給水装置工事事業者制度は、従来、各水道事業体が独自の指定基準で給水装置工事を

施工する者を指定していたが、平成 8 年に全国一律の指定基準による制度が創設された。これに

より、広く門戸が開かれ、指定給水装置工事事業者が大幅に増加した。 

この制度では、指定給水装置工事事業者の指定についてのみ定められているが、指定の有効

期間が明確にされておらず、指定給水装置工事事業者の廃止・休止等の状況も反映されにくいた

め、指定給水装置工事事業者の実態を把握することが困難であった。 

このため、指定給水装置工事事業者の資質を継続的に保持することを目指し、指定に有効期間

を設ける更新制を平成 30 年度の改正法で規定することとなった。（令和元年 10 月施行） 

 

また、更新時には講習会の受講実績の確認を行うことが望ましいとされており、水道事業体等が

開催する講習会への参加が求められる。さらに、給水装置工事主任技術者に対しては、公益財団

法人給水工事技術振興財団において全国統一的に必要な知識等を習得させるための e-ラーニン

グ研修や現地研修会が行われている。  

＜背景＞ 

小規模集落であっても、飲料水などの生活用水は必要不可欠であることから、水道未普及

地域の解消を目指し、国や県の財政支援（水道未普及地域解消事業）のもと、水道施設の

普及・整備が進められてきた。しかし、地理的条件により整備困難な地域があることに加え

て、近年、未普及地域の少子高齢化が進み、自立した維持管理が困難と思われる地域が

見られる。 
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4） 業務指標による分析結果 

業務指標（PI）は、安全・強靭・持続の観点から、水道事業体の実態を考慮し、相互に影響する

指標を選択し、平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年で分析を行った。 

分析では、高知市圏域を除く 5 圏域については、給水人口 5 万人未満の全国の事業体、高知

市圏域は、給水人口 30 万人以上 65 万人未満の全国の事業体との比較を行った。 

また、水道事業ガイドライン（PI）を活用した現状分析ツールとして発行されている現状分析診断

システム 2018（公益財団法人 水道技術研究センター）を活用した。 

なお、水道事業ガイドライン JWWA Q100 の 3 つの目標の分類・区分で作成されている現状分

析診断システム 2018（公益財団法人 水道技術研究センター）は、以下のとおり対応すると考え、

整理を行った。 

表 6-5 目標の分類・区分 

 
また、本項ではレーダーチャートにより、平成 22 年度から平成 27 年度までの推移等の分析を

行った。 

レーダーチャート分析では、比較事業体の業務指標平均値を 50 とし、各圏域の業務指標実績

値と平均値の差及び標準偏差より乖離値※1 を算定し、評価した。 

※1：乖離値は下式で算定され、比較事業体の平均値と同じ数値であれば 50 となり、良ければ 50 よりも大きな

数値となる。 

乖離値＝10×（業務指標値－比較事業体平均値）×改善方向※2／標準偏差+50 

 

※2：改善方向とは、値が増加することが望ましいものを「＋」、減少することが望ましいものを「－」としている。 

出典：現状分析診断ツール （公財）水道技術研究センター 
 

  

新水道ビジョン 水道事業ガイドライン JWWA Q100 

安全 いつでもきれいで安全な水道 A）安全で良質な水 

強靭 強靭で安定した水道 B）安定した水の供給 

持続 いつまでも健全に持続できる水道 C）健全な事業経営 
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＜高知市圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

図 6-3 高知市圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、水質的には安定し、比較事業体平均値よりも良い傾向であるが、鉛製給水管への

対応の遅れや管路、設備の経年化が進んでいる状況にある。 

 
＜安芸圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

図 6-4 安芸圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、水質的には安定し、比較事業体平均値よりも良い傾向であるが、設備の経年化が

進み※、管路の更新率も低い水準にある。 

※法定耐用年数超過設備率は、法定耐用年数を超過した設備の割合を示し、乖離値が低いほど、経年化が

進んでいることを示す。 

 

安全 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

 A301⽔源の⽔質事故数 50 50.7 50.8
 A102最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率 50 55.2 52.0

 A105重⾦属濃度⽔質基準⽐率 50 55.0 55.4

 A107有機化学物質濃度⽔質基準⽐率 50 53.5 52.6

 A108消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率 50 56.9 51.8
 A101平均残留塩素濃度 50 55.5 53.8

 B504管路の更新率 50 47.6 44.7

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 43.6 43.1

 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 49.3 56.7
A401鉛製給⽔管率 50 52.7 50.6

給 20
30
40
50
60
70
80

A301

⽔源の⽔質事故数

A102

最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率

A105

重⾦属濃度⽔質基準⽐率

A107

有機化学物質濃度⽔質基準⽐率

A108

消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率

A101

平均残留塩素濃度

B504

管路の更新率

B502

法定耐⽤年数超過設備率

B503

法定耐⽤年数超過管路率

A401鉛製給⽔管率

【原⽔・浄⽔】

（臭気）

【原⽔・浄⽔】

（事故）

【配⽔】

（塩素処理）

【配⽔】

（施設⽼朽化）

【配⽔】

（⾚⽔・濁⽔）

【原⽔・浄⽔】

（地下⽔汚染）

【給⽔】

（鉛製給⽔管）

乖離値H27乖離値H22 ⽐較事業体平均

安全 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

 A301⽔源の⽔質事故数 50 52.7 53.5
 A102最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率 50 61.4 60.8

 A105重⾦属濃度⽔質基準⽐率 50 52.5 57.0

 A107有機化学物質濃度⽔質基準⽐率 50 52.3 53.3

 A108消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率 50 59.4 62.3
 A101平均残留塩素濃度 50 59.8 57.1

 B504管路の更新率 50 50.9 55.0

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 44.6 33.9

 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 22.4 33.5
A401鉛製給⽔管率 50 44.7 44.8

20
30
40
50
60
70
80

A301

⽔源の⽔質事故数

A102

最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率

A105

重⾦属濃度⽔質基準⽐率

A107

有機化学物質濃度⽔質基準⽐率

A108

消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率

A101

平均残留塩素濃度

B504

管路の更新率

B502

法定耐⽤年数超過設備率

B503

法定耐⽤年数超過管路率

A401鉛製給⽔管率

【原⽔・浄⽔】

（臭気）

【原⽔・浄⽔】

（事故）

【配⽔】

（塩素処理）

【配⽔】

（施設⽼朽化）

【配⽔】

（⾚⽔・濁⽔）

【給⽔】

（鉛製給⽔管）

【原⽔・浄⽔】

（地下⽔汚染）

⽐較事業体平均乖離値H22 乖離値H27
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＜中央東圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

図 6-5 中央東圏域における業務指標の推移 
 
本圏域は、水質的には安定しているが、重金属濃度、設備の経年化や管路の更新率が比較事

業体平均値よりも低い水準にある。 

 
＜中央西圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

図 6-6 中央西圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、水質的には安定し、比較事業体平均値よりも良い傾向であるが、有機化学物質の

濃度が増加傾向にあることや設備の経年化が低い水準にある。また、管路更新率は、過去 5 年

間で改善傾向にある。 

 
 

安全 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

 A301⽔源の⽔質事故数 50 50.7 50.8
 A102最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率 50 52.9 51.4

 A105重⾦属濃度⽔質基準⽐率 50 48.4 48.0

 A107有機化学物質濃度⽔質基準⽐率 50 49.3 52.6

 A108消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率 50 53.4 55.2
 A101平均残留塩素濃度 50 51.3 51.1

 B504管路の更新率 50 46.0 46.9

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 43.9 44.8

 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 54.8 57.6
A401鉛製給⽔管率 50 47.7 50.2
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80
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⽔源の⽔質事故数

A102

最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率
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重⾦属濃度⽔質基準⽐率
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管路の更新率
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法定耐⽤年数超過管路率

A401鉛製給⽔管率
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（臭気）

【原⽔・浄⽔】

（事故）

【配⽔】

（塩素処理）

【配⽔】

（施設⽼朽化）

【配⽔】

（⾚⽔・濁⽔）

【給⽔】

（鉛製給⽔管）

【原⽔・浄⽔】

（地下⽔汚染）

⽐較事業体平均乖離値H22 乖離値H27

安全 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

 A301⽔源の⽔質事故数 50 50.7 50.8
 A102最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率 50 55.2 51.6
 A105重⾦属濃度⽔質基準⽐率 50 48.4 50.1

 A107有機化学物質濃度⽔質基準⽐率 50 53.5 42.9

 A108消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率 50 56.9 56.7

 A101平均残留塩素濃度 50 56.8 55.6
 B504管路の更新率 50 44.8 57.6

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 45.9 45.7

 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 52.4 51.9

A401鉛製給⽔管 50 52.7 50.6
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A401鉛製給⽔管

【原⽔・浄⽔】

（臭気）

【原⽔・浄⽔】

（事故）

【配⽔】

（塩素処理）

【配⽔】

（施設⽼朽化）

【配⽔】

（⾚⽔・濁⽔）

【給⽔】

（鉛製給⽔管）

【原⽔・浄⽔】

（地下⽔汚染）

⽐較事業体平均乖離値H22 乖離値H27
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＜須崎圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

図 6-7 須崎圏域における業務指標の推移 

本圏域は、水質的には安定しているが、設備の経年化が進み、有機化学物質濃度や管路の更

新率が比較事業体平均値よりも低い水準にある。 

 
＜幡多圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

図 6-8 幡多圏域における業務指標の推移 

本圏域は、水質的には安定しているが、有機化学物質濃度や管路の更新率が比較事業体平

均値よりも低い水準にある。 

 

 

 

  

安全 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

 A301⽔源の⽔質事故数 50 50.7 50.8
 A102最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率 50 51.8 52.0

 A105重⾦属濃度⽔質基準⽐率 50 46.7 50.9

 A107有機化学物質濃度⽔質基準⽐率 50 34.7 44.3

 A108消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率 50 52.3 54.9

 A101平均残留塩素濃度 50 59.1 52.3
 B504管路の更新率 50 46.1 47.1

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 60.9 42.6

 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 49.8 52.0

A401鉛製給⽔管率 50 52.7 50.6

20
30
40
50
60
70
80

A301

⽔源の⽔質事故数

A102

最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率

A105

重⾦属濃度⽔質基準⽐率

A107

有機化学物質濃度⽔質基準⽐率

A108

消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率

A101

平均残留塩素濃度

B504

管路の更新率

B502

法定耐⽤年数超過設備率

B503

法定耐⽤年数超過管路率

A401鉛製給⽔管率

【原⽔・浄⽔】

（臭気）

【原⽔・浄⽔】

（事故）

【配⽔】

（塩素処理）

【配⽔】

（施設⽼朽化）

【配⽔】

（⾚⽔・濁⽔）

【給⽔】

（鉛製給⽔管）

【原⽔・浄⽔】

（地下⽔汚染）

⽐較事業体平均乖離値H22 乖離値H27

安全 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

 A301⽔源の⽔質事故数 50 50.7 50.8
 A102最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率 50 53.8 51.6
 A105重⾦属濃度⽔質基準⽐率 50 52.2 50.0

 A107有機化学物質濃度⽔質基準⽐率 50 42.2 49.3

 A108消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率 50 56.0 56.5

 A101平均残留塩素濃度 50 56.2 50.3
 B504管路の更新率 50 47.8 46.1

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 49.2 49.6

 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 54.8 56.7

A401鉛製給⽔管率 50 52.7 50.6

20
30
40
50
60
70
80

A301

⽔源の⽔質事故数

A102

最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率

A105

重⾦属濃度⽔質基準⽐率

A107

有機化学物質濃度⽔質基準⽐率

A108

消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率

A101

平均残留塩素濃度

B504

管路の更新率

B502

法定耐⽤年数超過設備率

B503

法定耐⽤年数超過管路率

A401鉛製給⽔管率

【原⽔・浄⽔】

（臭気）

【原⽔・浄⽔】

（事故）

【配⽔】

（塩素処理）

【配⽔】

（施設⽼朽化）

【配⽔】

（⾚⽔・濁⽔）

【給⽔】

（鉛製給⽔管）

【原⽔・浄⽔】

（地下⽔汚染）

⽐較事業体平均乖離値H22 乖離値H27

＜PI による分析まとめ＞ 

いずれの圏域においても水質は、全体的に安定しているが、中央東圏域では、重金属濃度、

須崎・幡多圏域では有機化学物質濃度が比較事業体よりも低い水準を示している。 

高知市圏域では、鉛製給水管への対応や管路及び設備の経年化が低い水準を示している。 
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6.2 強靭 

 強靭な水道システムの構築 

（1） 耐震化計画の策定状況 

 

 

 

 

 
＜現状＞ 

耐震化計画※の策定状況は、全市町村のうち 28 市町村で実施され、策定率は 85％となってい

る。 

※「生活基盤施設耐震化等事業計画（平成 31 年 4 月 1 日）」、「高知県水道施設耐震化交付

金事業計画（平成 31 年 4 月 1 日）」で対象とした耐震化計画 

 

 
※水道事業を運営する 33 市町村を対象とする。 

出典：生活基盤施設耐震化等交付金事業計画（平成 31 年 4 月 1 月） 

高知県水道施設耐震化交付金事業計画（平成 31 年 4 月 1 日） 

 

図 6-9 耐震化計画の策定状況 

  

仁淀川町

芸西村

須崎市

奈半利町

四万十市

三原村

大月町

黒潮町 策定済み
策定中

策定予定あり
宿毛市 未着手

土佐清水市

梼原町 津野町 土佐市 北川村 東洋町

安田町

中土佐町 田野町

四万十町 室戸市

高知市 南国市

越知町 馬路村

佐川町 日高村
香南市

安芸市

大川村

いの町 土佐町 本山町 大豊町

香美市

耐震化計画策定率 実施率

高知市圏域 1 / 1 100%

安芸圏域 5 / 9 56%
中央東圏域 6 / 6 100%
中央西圏域 5 / 6 83%
須崎圏域 5 / 5 100%
幡多圏域 6 / 6 100%

高知県 28 / 33 85%

実施市町村数

＜背景＞ 

水道の耐震化計画は、水道施設の耐震化について検討し、計画するものである。本県で

は、南海トラフ地震のリスクが高まっており、水道施設の耐震化が急務である。 
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（2） 耐震化実施状況（施設） 

水道施設の耐震化状況を、重要度ランク及び設計地震動レベルごとにみると、重要度ランク A

の水道施設のうち、浄水施設は地震動 L2 対応が 115,549 m3/日（28.9 ％）、ポンプ場は地震動

L2 対応が 352,899 m3/日（55.9 ％）、配水池は地震動 L2 対応が 129,110 m3/日（66.9 ％）となっ

ている。 

また、浄水施設は全国 29.1 ％に対し 28.9 ％と同程度の水準を示し、配水池は、全国

55.2 ％に対し 66.9 ％と高い水準を示している。 

 
表 6-6 施設の耐震対策実施状況 

 
出典：平成 29 年度 高知県の水道 

水道事業における耐震化の状況（平成 29 年度） 厚生労働省 

 

 
図 6-10 重要度ランク A 水道施設 L2 対応状況 

出典：高知市提供資料 

図 6-11 南部配水池耐震補強工事  

L2対応 L2未対応
対応状況

不明
L2対応
L1対応

L2未対応
L1未対応

L2未対応
L1対応

対応状況
不明

浄水施設 m3/日 115,549 121,600 162,032 - - - - 28.9 29.1

ポンプ場 m3/日 352,899 98,332 180,610 288 0 1,584 30,376 55.9 -

配水池 m3/日 129,110 39,388 24,586 2,288 0 3,745 5,789 66.9 55.2

全国
（％）

施設の種類 単位

ランクA ランクB
高知県
（％）

L2対応

28.9%

L2未対応

30.5%

対応状況

不明
40.6%

浄水施設

L2対応

55.9%L2未対応

15.6%

対応状況

不明
28.6%

ポンプ場

L2対応

66.9%

L2未対応
20.4%

対応状況

不明

12.7%

配水池
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（3） 耐震化実施状況（管路） 

管路施設の耐震管の割合は導水管で 22.9 ％、送水管で 23.4 ％、配水管で 10.3 ％となって

おり、管路全体の耐震管率は 10.9 ％で全国平均と同水準となっている。 

また、導水管・送水管・配水本管を含む基幹管路の耐震管率は、25.2 ％で全国平均と同程度

で推移している。 

表 6-7 耐震管と非耐震管の構成（上水道事業） 

出典：平成 29 年度 高知県の水道 
耐震管率（％）全国平均-水道事業ガイドライン（PI）を活用した現状分析ツール（公益財団法人水道技術研究センター） 

基幹管路の耐震管率（％）全国平均-平成 29 年度 水道事業における耐震化の状況（厚生労働省） 

 

図 6-12 管路別耐震管率 

 

耐震適合率は、導水管で 35.5 ％、送水管で 36.0 ％、配水管で 18.6 ％となっており、管路全

体では、19.5 ％となっている。 

また、導水管・送水管・配水本管を含む基幹管路の耐震適合率は、38.5 ％で全国平均を下回

っている。 

表 6-8 耐震適合管と非耐震適合管の構成（上水道事業） 

 

出典：平成 29 年度 高知県の水道 
基幹管路耐震適合率（％）全国平均-平成 29 年度全国水道関係担当者会議資料 

6,952
44,133 71,478

344,880

23,443 144,085 196,639

3,447,338

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

導水管 送水管 配水本管 配水支管

耐震管（m） 非耐震管（m）

配水本管 配水支管 小計
耐震適合管（m） 10,805 67,809 108,572 647,683 756,255 834,869
非耐震適合管（m） 19,590 120,409 159,545 3,144,535 3,304,080 3,444,079

30,395 188,218 268,117 3,792,218 4,060,335 4,278,948
35.5 36.0 40.5 17.1 18.6 19.5

- - - - - 38.5
- - - - - 39.3

管路延長　
計

計（m）
耐震適合率（％）
基幹管路の耐震適合率（％）
基幹管路の耐震適合率（％）全国平均

管路 導水管 送水管
配水管

配水本管 配水支管 小計
耐震管（m） 6,952 44,133 71,478 344,880 416,358 467,443
非耐震管（m） 23,443 144,085 196,639 3,447,338 3,643,977 3,811,505

計（m） 30,395 188,218 268,117 3,792,218 4,060,335 4,278,948
22.9 23.4 26.7 9.1 10.3 10.9

- - - - - 25.2
- - - - - 10.8
- - - - - 24.9

管路延長　
計

管路 導水管 送水管
配水管

耐震管率（％）
基幹管路の耐震管率（％）
耐震管率（％）全国平均
基幹管路の耐震管率（％）全国平均
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図 6-13 管路別耐震適合率 

 
（4） 管路の経年化状況 

法定耐用年数超過管路率は、導水管で 18.8 ％、送水管で 23.3 ％、配水管で 13.0 ％となっ

ている。基幹管路における法定耐用年数超過管路率（導水管、送水管、配水本管の超過管路

率）は、22.8 ％となっている。 

管路全体の法定耐用年数超過管路率は、全国平均 14.8 ％よりも低い 13.5 ％となっている。 

表 6-9 管路の経年化状況（上水道事業） 

 

 
図 6-14 管路別法定耐用年数超過割合 

全体 管路別割合

（ｍ） 延長（ｍ） 超過割合（％） （％）

23,488 4,426 18.8 0.6

160,547 37,454 23.3 4.1

配水本管 225,416 51,456 22.8 5.7

配水支管 3,522,433 436,562 12.4 89.6

小計 3,747,849 488,018 13.0 95.3

3,931,884 529,898 13.5 100.0

14.8
出典）平成28年度　高知県の水道

　　　 全国平均-平成29年度全国水道関係担当者会議資料

全国平均

導水管

送水管

配水管

全体

管路
法定耐用年数（40年）超過

4,426m 37,454m 51,456m
436,562m 529,898m

19,062m 123,093m 173,960m
3,085,871m 3,401,986m

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

導水管 送水管 配水本管 配水支管 全体

法定耐用年数内管路延長

法定耐用年数（40年）超過延長
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（5） 他の自然災害対策の状況 

近年、平成 30 年 7 月豪雨、平成 30 年台風 21 号等により、水道施設の冠水や停電による機

能停止、土砂崩れによる破損等により断水が発生している。 

これを受けて、平成 30 年に水道施設に対する緊急点検が実施された。全国の上水道事業等

を対象に、地震対策だけでなく、①停電対策や②土砂災害対策、③浸水災害対策の実施状況

について点検を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6-10 停電対策の状況 

出典：「水道における緊急点検の結果等について」厚生労働省 

 

県内の水道施設において、停電対策は自然流下方式での給水ができる施設が 55％で全国平

均よりも高く、一部の機能が維持される場合、若しくは維持できない場合は、45％である。 

そのうち、自家発電設備を有する施設は、67％と全国平均よりも高いことから、全国の水道施設

と比べると停電対策が進んでいる状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①停電対策 

●自然流下方式により給水の可否：停電時においても、自然流下方式により機能が維持 

できる場合は「可」、一部の給水区域で給水できるなど一部の機能が維持される場合は 

「一部可」、されない場合は「否」。 

●自家発電設備の有無：自然流下方式で給水「可」以外の場合、自家発電設備により停電時にも

継続運転が可能な場合は「あり」、自家発電設備がない場合は「なし」。また、一部の給水量に 

ついてのみ自家発電設備を用いて運転が可能となる場合は、「一部あり」。 

あり 一部あり なし

152 83 69 46 0 23

100% 55% 45% 67% 0% 33%

19,774 9,029 10,745 3,937 215 6,693

100% 46% 54% 37% 2% 62%

高知県

全国

自家発電設備
自然流下一部

可
or不可

自然流下
可

計

②土砂災害対策 

●土砂災害警戒区域に位置しているか：土砂災害警戒区域を確認し、水道施設がその区域内に

位置しているか。 

●土砂災害対策の実施の有無 ：土砂災害警戒区域に「位置している」の場合、当該施設におけ

る土砂災害対策ができているか。 

●バックアップ機能の有無 ：当該施設が機能停止した場合、他の系列からの連絡管等によるバッ

クアップ機能があるか。 
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表 6-11 土砂災害対策の状況 

出典：「水道における緊急点検の結果等について」厚生労働省 

 

土砂災害警戒区域外の施設は、87％と概ねの水道施設は区域外に位置している。土砂災害

警戒区域内にある水道施設の内、すべての施設において、対策ができていない状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6-12 浸水災害対策の状況 

出典：「水道における緊急点検の結果等について」厚生労働省 

 

浸水想定区域内に 14％の水道施設がある。そのうち、浸水災害対策をしている水道施設は、

33％で全国平均よりも高い。ただし、浸水災害対策が 57％の水道施設でできておらず、そのうち

43％がバックアップ機能を持たない。 

 

津波や土砂災害、台風、洪水などの対策について、計画を未策定の事業体が多い状況であ

り、一部の水源において、津波浸水による機器の故障や塩水化などが懸念される。

あり なし

152 132 20 0 0 20 5 15

100% 87% 13% 0% 0% 100% 25% 75%

19,774 17,029 2,745 113 55 2,577 720 1,857

100% 86% 14% 4% 2% 94% 26% 68%

高知県

全国

あり

土砂災害対策

なし バックアップ

土砂災害
警戒区域

内

土砂災害
警戒区域

外

計

一部あり

③浸水災害対策 

●浸水想定区域に位置しているか ：内水及び外水が氾濫した場合を想定し、浸水ハザードマップ等を

確認の上、水道が浸水想定の区域内に位置しているか。 

●浸水対策の有無 ：浸水想定区域に「位置している」場合、当該施設における浸水対策をしているか。 

●バックアップ機能の有無 ：当該施設が機能停止した場合、他の系列からの連絡管等によるバックアッ

プ機能があるか。 

あり なし

152 131 21 7 2 12 3 9

100% 86% 14% 33% 10% 57% 14% 43%

19,774 16,622 3,152 467 133 2,552 996 1,556

100% 84% 16% 15% 4% 81% 32% 49%
全国

高知県

一部あり なし バックアップ

計
浸水想定

区域
外

浸水想定
区域
内

浸水災害対策

あり
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 事業継続の強化 

（1） 水道 BCP の策定 

 

 

 

 

 

 
 
＜現状＞ 

応急給水計画の策定率は 11.1％、応急復旧計画の策定率は 16.7％に留まり、危機管理マニ

ュアルについても多くの事業体で未策定となっている。 

また、水道事業継続計画（水道 BCP）についても、2 事業体の策定に留まっている。 

表 6-13 危機管理に関する計画・マニュアル策定状況 

 
 

（2） 緊急用資機材の備蓄 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 

 

＜現状＞ 

応急給水や応急復旧用の資機材の備蓄は、市町村で行われているが、備蓄量は不十分な状

況である。 

平成 30 年 7 月豪雨では、被害が広範囲に及び、応急給水や応急復旧用の資機材をメーカー

から調達することが困難となった事例もある。 

全水道事業体数 策定済水道事業体数 割合
（ヵ所） （ヵ所） （％）

水道事業継続計画（水道BCP） 18 2 11.1
応急給水計画 18 2 11.1
応急復旧計画 18 3 16.7
地震対策マニュアル 18 7 38.9
洪水（雨天時）対策マニュアル 18 3 16.7
水質事故対策マニュアル 18 5 27.8
クリプトスポリジウム対策マニュアル 18 0 0
施設事故マニュアル 18 0 0
設備事故対策マニュアル 18 3 16.7
停電対策マニュアル 18 2 11.1
管路事故マニュアル 18 3 16.7
給水装置凍結事故対策マニュアル 18 0 0
テロ対策マニュアル 18 3 16.7
渇水対策マニュアル 18 3 16.7
新型インフルエンザ事業継続計画 18 0 0
その他マニュアル 18 0 0

出典）平成28年度　高知県の水道 　　　 

　　　 「水道事業継続計画（水道BCP）」：第2回作業部会ヒアリング

　　　 「応急給水計画」：応急給水計画の策定状況調査（平成30年度）

危機管理
マニュアル

項　　　目

計画策定
状況

＜背景＞ 

施設、管路の老朽化の進行や大規模災害の発生リスクが高まっている中で、水道事業を

継続していくためには、ハード面だけでの対応に限界がある。そのため、非常時において

も、必要最低限の業務を行いつつ、給水を継続するためには、事業継続計画（BCP）の

策定が必要不可欠である。 

＜背景＞ 

南海トラフ地震等の広域的な災害を想定した対策として、緊急用資機材の備蓄や調

達ルートの確保が必要である。 

地震により生じた水道施設の被害に対して、応急復旧を迅速に行う必要があり、また、

断水した場合は、応急給水を行う必要がある。こうした応急対策を実施するためには緊

急用資機材の備蓄が必要となる。 
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表 6-14 応急復旧用資機材 

管類（直管） 管類（曲管） 継手・弁・栓類 

その他 
管種 

管径 

（mm） 

延長 

（m） 
管種 

管径 

（mm） 

個数 

（個） 
種別 

適用径

（mm）

個数

（個）

DCIP 
DCIP（K） 
HIVP 
GX 等 

13～

1,350 
4,294 

MVB 

メカ型 45° 

メカ型 90° 

塩ビ管等 

50～

200 
364 

メカ継手 

ヤノ T 字管

特殊押輪 

漏水補修 

金具等 

13～

400 
2,040

水中ポンプ 

投光器 

発電機等 

出典：第 1 回作業部会時アンケート調査結果 

 

表 6-15 応急給水用資機材 

 所有台（基）数・個数 総容量 その他 

給水車 5 台 16.0m3

ウォーターパック製造機 

浄水器 

給水用ホース 

応急給水装置等 

可搬式給水タンク 186 基 173.4m3

トラック（ダンプ含む） 49 台 -

給水用ポリタンク 2,591 個 76.2m3

給水袋 72,261 個 471.7m3

出典：第 1 回作業部会時アンケート調査結果 

 

出典：高知市提供資料 

図 6-15 給水車 
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（3） 緊急時用連絡管の整備 

 

 

 

＜現状＞ 

 

＜現状＞ 

水道事業体間での緊急時用連絡管の整備は行われておらず、検討する場合には、連絡する

場所や配水元となる施設の高さ、配水区域により、水圧の偏りが事業体間で生じるといった状況

が想定される。そのため、緊急時用連絡管から得られる効果を双方の事業体がなるべく均等に

受けられる位置などを選定することが望ましい。 

また、緊急時用連絡管の必要性が事業体間で異なる場合など、ステークホルダーの合意を取り

付けることが困難となる場合もあるため、説明責任を果していくことも重要である。 

 

（4） 災害時協力体制の構築 

 

＜現状＞ 

（公社）日本水道協会の会員は、34 市町村の内、27 市町（準会員含む）となっており、非会員

が、7 町村となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜背景＞ 

漏水事故や水源水質事故等が発生した場合に、近隣の水道事業体間において、あらか

じめ配水管などにより、配水区域を連絡しておき、緊急時にバックアップすることは、断水

区域の極小化・被害の抑制に有効である。 

＜背景＞ 

近隣及び遠隔地の事業体と相互応援協定を結び、災害時や緊急時の給水体制が整

備され、効果的な訓練を実施することは、大規模災害等の緊急時において、円滑に応急

復旧、応急給水活動を行うために必要不可欠である。 

（公社）日本水道協会では、会員※を中心に災害時の相互応援体制を構築し、様々な

災害において、広域的に連携し、活動している。 

※（公社）日本水道協会非会員の場合でも、県等の行政機関からの要請がある場合には、会員と同様

に応援活動を行うこととなっている。 
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出典：地震等緊急時対応の手引き 平成 25 年 3 月改定（公益社団法人 日本水道協会） 

図 6-16 地震等緊急時における情報連絡の流れ  
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 業務指標による分析結果 

＜高知市圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-17 高知市圏域における業務指標の推移 

本圏域は、法定耐用年数超過管路率は、比較事業体平均より、悪い状況にあり、管路の更新

率は、比較事業体より高い状況にある。 

一方、浄水施設及び配水池の耐震化率は比較事業体平均より低い状況であるが、配水池貯

留能力は比較事業体平均より高く、平成 22 年度時点より更に上昇している。 

また、災害対策訓練実施回数については、比較事業体平均とほぼ同等の水準となっている。 

 
＜安芸圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-18 安芸圏域における業務指標の推移 

強靭 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率 50 50.0 50.0
B502 法定耐⽤年数超過設備率 50 44.6 33.9

B503 法定耐⽤年数超過管路率 50 22.4 33.5
B504 管路の更新率 50 50.9 55.0

B208 給⽔管の事故割合 50 53.6 49.0
B605 管路の耐震化率＊ 50 47.0 50.3

B602 浄⽔施設の耐震化率 50 44.2 41.8
B604 配⽔池の耐震化率 50 34.3 38.3
B113 配⽔池貯留能⼒ 50 51.2 56.6

B203 給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量 50 52.5 57.9
B210災害対策訓練実施回数 50 50.0 50.0

B609薬品備蓄⽇数 50 50.0 50.0
B611応急給⽔施設密度 50 50.0 50.0
B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度 50 50.0 50.0
B114 給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量 50 55.5 55.4

※⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を含む場合。

20
30
40
50
60
70
80

B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率
B502

法定耐⽤年数超過設備率

B503

法定耐⽤年数超過管路率

B504

管路の更新率

B208

給⽔管の事故割合

B605

管路の耐震化率＊

B602

浄⽔施設の耐震化率
B604

配⽔池の耐震化率

B113

配⽔池貯留能⼒

B203

給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量

B210災害対策訓練実施回数

B609薬品備蓄⽇数

B611応急給⽔施設密度

B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度

B114

給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量

【⽼朽化対策】

（給⽔設備最適化）

【⽼朽化対策】

（管路・施設更新）

【災害対策】

（耐震化）

【災害対策】

（災害時の対応）

【施設規模適正化】

（予備⼒確保）

⽐較事業体平均乖離値H27乖離値H22

⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
強靭 B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率 50 51.7 51.6

B502法定耐⽤年数超過設備率 50 43.6 43.1
B503法定耐⽤年数超過管路率 50 49.3 56.7
B504管路の更新率 50 47.6 44.7
B208給⽔管の事故割合 50 50.3 45.4
B605管路の耐震化率＊ 50 50.4 53.3
B602浄⽔施設の耐震化率 50 51.1 49.4

B604配⽔池の耐震化率 50 42.8 43.3
B113配⽔池貯留能⼒ 50 36.9 49.0
B203給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量 50 48.4 48.4
B210災害対策訓練実施回数 50 47.6 48.5
B609薬品備蓄⽇数 50 49.3 44.7
B611応急給⽔施設密度 50 47.3 49.2
B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度 50 48.6 48.9

B114給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量 50 49.3 49.5

※⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を含む場合。

20

30

40

50

60

70

80
B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率

B502法定耐⽤年数超過設備率

B503法定耐⽤年数超過管路率

B504管路の更新率

B208給⽔管の事故割合

B605管路の耐震化率＊

B602浄⽔施設の耐震化率

B604配⽔池の耐震化率B113配⽔池貯留能⼒

B203給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量

B210災害対策訓練実施回数

B609薬品備蓄⽇数

B611応急給⽔施設密度

B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度

B114給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量

【⽼朽化対策】

（給⽔設備最適化）

【⽼朽化対策】

（管路・施設更新）

【災害対策】

（耐震化）

【施設規模適正化】

（予備⼒確保）

乖離値H22 ⽐較事業体平均乖離値H27

【災害対策】

（災害時の対応）
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本圏域は、平成 27 年度の法定耐用年数超過管路率が、平成 22 年度より改善しており、比較

事業体平均を超過しているが、管路の更新率は、低下傾向にある。 

管路の耐震化率及び浄水施設の耐震化率は、比較事業体平均とほぼ同等である一方、配水

池の耐震化率は、平成 22 年度及び平成 27 年度とも比較事業体平均より低い状況である。 

配水池貯留能力では平成 22 年度より改善し、比較事業体平均とほぼ同等まで上昇している。 

また、災害対策訓練実施回数については、比較事業体平均とほぼ同等の水準となっている。 

 
＜中央東圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-19 中央東圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、法定耐用年数超過管路率は、比較事業体平均より良い傾向にあるが、管路の更新

率及び管路の耐震化率は、比較事業体平均より低い状況である。 

一方、配水池貯留能力では平成 22 年度より上昇し、比較事業体平均とほぼ同等まで上昇して

いる。 

また、災害対策訓練実施回数については、比較事業体平均とほぼ同等の水準となっている。 

 
  

強靭 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率 50 50.0 50.0
 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 43.9 44.8

 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 54.8 57.6

 B504管路の更新率 50 46.0 46.9

 B208給⽔管の事故割合 50 50.3 51.5

 B605管路の耐震化率＊ 50 47.4 47.5
 B602浄⽔施設の耐震化率 50 45.3 44.2

 B604配⽔池の耐震化率 50 65.6 57.9

 B113配⽔池貯留能⼒ 50 40.1 49.1

 B203給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量 50 48.6 48.5

B210災害対策訓練実施回数 50 50.0 50.0

B609薬品備蓄⽇数 50 50.0 50.0
B611応急給⽔施設密度 50 50.0 50.0
B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度 50 50.0 50.0

 B114給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量 50 49.3 49.1

※⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を含む場合。
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B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率

B502
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B503

法定耐⽤年数超過管路率

B504

管路の更新率

B208

給⽔管の事故割合

B605

管路の耐震化率＊

B602

浄⽔施設の耐震化率B604

配⽔池の耐震化率

B113

配⽔池貯留能⼒

B203

給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量

B210災害対策訓練実施回数

B609薬品備蓄⽇数

B611応急給⽔施設密度

B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度

B114

給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量

【⽼朽化対策】

（給⽔設備最適化）

【⽼朽化対策】

（管路・施設更新）

【災害対策】

（耐震化）

【災害対策】

（給⽔量確保）

【施設規模適正化】

（予備⼒確保）

⽐較事業体平均乖離値H27乖離値H22
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＜中央西圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-20 中央西圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、法定耐用年数超過管路率、管路の更新率、管路の耐震化率は、比較事業体平均

より良い状況にある。 

浄水施設の耐震化率は比較事業体平均より高い一方で、配水池の耐震化率は平成 22 年度

時点で比較事業体平均より低いが、平成 27 年度時点で上昇している。 

また、災害対策訓練実施回数については、比較事業体平均とほぼ同等の水準となっている。 

 
＜須崎圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-21 幡多圏域における業務指標の推移 

 

強靭 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27

B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率 50 50.0 50.0

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 45.9 45.7

 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 52.4 51.9

 B504管路の更新率 50 44.8 57.6

 B208給⽔管の事故割合 50 50.5 52.0

 B605管路の耐震化率＊ 50 50.6 54.2

 B602浄⽔施設の耐震化率 50 52.1 56.1

 B604配⽔池の耐震化率 50 46.0 49.5

 B113配⽔池貯留能⼒ 50 49.9 49.7

 B203給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量 50 49.3 49.3

B210災害対策訓練実施回数 50 50.0 50.0

B609薬品備蓄⽇数 50 50.0 50.0

B611応急給⽔施設密度 50 50.0 50.0
B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度 50 50.0 50.0

 B114給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量 50 49.4 49.3

※⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を含む場合。
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B210災害対策訓練実施回数

B609薬品備蓄⽇数

B611応急給⽔施設密度

B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度
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給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量

【⽼朽化対策】

（給⽔設備最適化）

【⽼朽化対策】

（管路・施設更新）

【災害対策】

（耐震化）
【災害対策】

（災害時の対応）

【施設規模適正化】

（予備⼒確保）

⽐較事業体平均乖離値H27乖離値H22

強靭 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率 50 50.0 50.0

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 60.9 42.6
 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 49.8 52.0
 B504管路の更新率 50 46.1 47.1
 B208給⽔管の事故割合 50 50.4 52.7
 B605管路の耐震化率＊ 50 66.3 66.0

 B602浄⽔施設の耐震化率 50 62.2 59.1
 B604配⽔池の耐震化率 50 69.2 66.2
 B113配⽔池貯留能⼒ 50 46.9 49.5
 B203給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量 50 49.4 49.5

B210災害対策訓練実施回数 50 50.0 50.0

B609薬品備蓄⽇数 50 50.0 50.0
B611応急給⽔施設密度 50 50.0 50.0
B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度 50 50.0 50.0

 B114給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量 50 49.9 50.1

※⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を含む場合。
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【⽼朽化対策】
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⽐較事業体平均乖離値H27乖離値H22
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本圏域は、平成 22 年度時点の法定耐用年数超過設備率が、比較事業体平均より良い水準に

あったものが、平成 27 年度時点で低下している状況である。 

また、法定耐用年数超過管路率は比較事業体平均と同程度であるが、管路の更新率は、やや

低い状況にある。 

一方、管路の耐震化率、浄水施設の耐震化率及び配水池の耐震化率は、比較事業体平均よ

り高い状況である。 

また、災害対策訓練実施回数については、比較事業体平均とほぼ同等の水準となっている。 

 
＜幡多圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-22 須崎圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、法定耐用年数超過管路率が比較事業体平均より、良い水準にあるが、管路の更新

率は、やや低い状況にある。 

一方、管路の耐震化率は比較事業体平均とほぼ同等で、浄水施設の耐震化率及び配水池の

耐震化率は比較事業体平均より高い状況である。 

また、災害対策訓練実施回数については、比較事業体平均とほぼ同等の水準となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

強靭 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
B501法定耐⽤年数超過浄⽔施設率 50 50.0 50.0

 B502法定耐⽤年数超過設備率 50 49.2 49.6
 B503法定耐⽤年数超過管路率 50 54.8 56.7
 B504管路の更新率 50 47.8 46.1
 B208給⽔管の事故割合 50 50.0 46.9
 B605管路の耐震化率＊ 50 48.8 50.1
 B602浄⽔施設の耐震化率 50 62.6 65.4
 B604配⽔池の耐震化率 50 55.7 56.9
 B113配⽔池貯留能⼒ 50 43.7 49.4
 B203給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量 50 49.0 49.0

B210災害対策訓練実施回数 50 50.0 50.0

B609薬品備蓄⽇数 50 50.0 50.0
B611応急給⽔施設密度 50 50.0 50.0
B613⾞載⽤の給⽔タンク保有度 50 50.0 50.0

 B114給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量 50 49.8 49.7

※⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を含む場合。
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【⽼朽化対策】

（給⽔設備最適化）

【⽼朽化対策】

（管路・施設更新）

【災害対策】

（耐震化）

【災害対策】

（災害時の対応）

【施設規模適正化】

（予備⼒確保）

⽐較事業体平均乖離値H27乖離値H22

＜PI による分析まとめ＞ 

法定耐用年数超過管路率は、高知市圏域を除いて、比較事業体より良い水準にある。 

管路の更新率及び耐震化率については、圏域ごとに水準が異なる。 

浄水施設の耐震化率は、高知市圏域を除き比較事業体より高い水準にあり、配水池貯

留能力は、比較事業体と同等まで上昇している。 

災害対策訓練実施回数については、比較事業体平均とほぼ同等の水準となっている。 
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6.3 持続 

 運営基盤の強化 

（1） 水道事業ビジョン策定の状況 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 

水道事業ビジョンは、4 市町で策定されているが、29 市町村で未策定となっている。 

全国の上水道事業での水道事業ビジョン策定状況は、76%※となっており、本県の取り組みは

遅れている。 

※策定率 = 策定事業数 1,009／全体事業数 1,331（平成 30 年 12 月 31 日現在） 

  出典:厚生労働省ホームページ 

 

 
※水道事業を運営する 33 市町村を対象とする。 

出典：第 1 回作業部会時ヒアリング結果 

 
図 6-23 水道事業ビジョン策定の状況 
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津野町梼原町

四万十町

東洋町

＜背景＞ 

給水人口の減少や施設、管路更新需要の増加、大規模災害の発生リスクの高まりなど、水

道事業を取り巻く環境は、ますます厳しくなっている。一方で安心、安全な水道を維持して

いくためには、長期的な展望を踏まえた水道事業のマスタープランが必要となっている。 
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（2） 水道施設台帳の作成・保管状況 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 

上水道事業において水道施設台帳を保管している水道事業体は、「概ね保管している」を含め

て 13 市町であり、約 81％（上水道事業体 16 市町に対する割合）の整備率となっており、全国の

上水道事業における整備率 約 74％※に比べ、高い割合となっている。しかしながら、管路と施

設で管理方法が統一されていないことや過去のデータが一部存在せず、十分な保管ができてい

ない等の状況となっている。 

※出典：平成 28 年 12 月 厚生労働省水道課調べ 

 

※上水道事業を運営する 16 市町を対象とする。 

図 6-24 水道施設台帳の整備状況 

  

須崎市

四万十市

越知町

土佐市

出典）平成29年度水道事業の運営に関する調査

いの町

香美市

高知市 南国市

佐川町
香南市

安芸市

四万十町 室戸市

黒潮町

土佐清水市

保管していない

あまり保管していない

宿毛市

概ね保管している

保管している

＜背景＞ 

水道事業を効率的に運営するためには、施設や管路を適切に把握、管理し、アセットマ

ネジメントを運用していくことが、必要不可欠である。 

また、改正水道法において、水道事業体は水道施設台帳を作成し、これを保管することを

義務づけられている。 
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（3） アセットマネジメントの実施状況 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 
アセットマネジメントの検討手法のうち、標準型検討手法（更新需要：タイプ 3、財政収支：タイプ

C）での実践を行っている上水道事業者は 5 市町と、実施率は 31％に留まり、簡易水道事業が

実施しているタイプ 1A を含めると 67％となる。 

全国でのアセットマネジメント実施率は、タイプ 3C 42.2%※、1A を含めた実施率は、73.5%※で

あり、本県の取り組みは、遅れていると考えられる。 

※本データは、平成 28 年度のアセットマネジメント実施・実施中の事業者で末端上水道事業者と 

用水供給事業者を対象としている。 

出典：水道事業の持続的な経営を確保していくための課題等について 平成 30 年 6 月  

総務省自治財政局公営企業経営室 

アセットマネジメントを実施していない場合、将来的に保有する資産の健全性がどう変化してい

くか、また、将来的なコストがどのように増加していくか、事業を経営していく上で重要な将来見通

しが分からず、どのように対策を講じていいかが分からない状態にあり、財源確保や料金体系の

検討が遅れている。 

 
※水道事業を運営する 33 市町村を対象とする。 

出典：平成 29 年度水道事業の運営に関する調査 

図 6-25 アセットマネジメントの実施状況（上水道事業）  
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AM(3C/1A)実施率 実施率

高知市圏域 1 / 1 100%

安芸圏域 7 / 9 78%

中央東圏域 3 / 6 50%

中央西圏域 4 / 6 67%

須崎圏域 4 / 5 80%

幡多圏域 3 / 6 50%

高知県 22 / 33 67%

実施市町村数

＜背景＞ 

中長期的財政収支に基づき施設の更新等を計画的に実行し、持続可能な水道を実現し

ていくため、各水道事業体において長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体

にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営するアセットマネジメント（資産管理）

の継続的な実践により、健全な水道を次世代に引き継いでいくことが重要である。
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 水道技術の継承と事業運営の効率化 

（1） 職員数の状況 

＜現状＞ 

高知市圏域を除き全体的に職員数が不足し、また、技術職員数も少ないため、職務上の負担

が大きく、技術の継承、人材育成が不十分である。 

現在の水道事業に求められることは多く、安全、強靭、持続における課題も多いため、ますます

職務上の負担が大きくなる状況である。 

50 歳以上の職員も多く、それらの職員の退職により、技術力の低下や職員への負荷の増加が

今後、ますます深刻になっていく状況にある。 

また、維持管理体制が十分ではなく維持管理から得られる情報が十分に整っていない。 

図 6-26 安芸圏域事業体別・年齢別水道職員数 

 
図 6-27 中央東圏域事業体別・年齢別水道職員数 
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図 6-28 中央西圏域事業体別・年齢別水道職員数 

図 6-29 須崎圏域事業体別・年齢別水道職員数 

図 6-30 幡多圏域事業体別・年齢別水道職員数 

図 6-31 高知市圏域・年齢別水道職員数 

出典：上水道事業：水道統計 H27 
簡易水道事業：第 1 回作業部会アンケート
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（2） 水道利用者サービスの向上 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 

水道事業への理解を住民に深めていただき、水道経営の基盤強化や災害時の対応などに協

力を得る必要があるが、水道イベントや災害訓練など住民とのコミュニケーションへの取り組み

は、高知市が水のふるさとフェスティバルを毎年 6 月の「水道週間」にあわせて開催する等してい

るが、他の市町村では取り組みが活発ではない。 

  

＜背景＞ 

水道普及率は、平成 28 年度において 94.1％に達し、多くの県民が水道サービスを享受

できるところまで発展している。一方で、水道サービスを利用者が持続的に享受するため

に、また、水道事業体が利用者から事業への協力を受けるために、水道事業体は住民と

の積極的なコミュニケーションを図り、住民の理解と協力を得て方策に取り組んでいくこと

が必要である。 
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 業務指標による分析結果 

＜高知市＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-32 高知市圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、「人材の確保」の側面では、職員 1 人あたり有収水量は、比較事業体平均よ

り、高い水準にある。収益性では、経常収支比率及び料金回収率は増加傾向を示してお

り、比較事業体平均より高い水準にある。本圏域の平成 27 年度時点の給水原価は 138.1

円/m3、供給単価は 171.0 円/m3 である。 

 
＜安芸圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-33 安芸圏域における業務指標の推移 

持続 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
 C124職員⼀⼈当たり有収⽔量 50 58.8 58.2
 C108給⽔収益に対する職員給与費の割合 50 41.8 41.0
 C205⽔道業務平均経験年数 50 60.3 48.7
 B504管路の更新率 50 50.9 55.0
 B110漏⽔率 50 54.5 56.8
 B104施設利⽤率 50 41.8 40.3
 B301配⽔量1m3当たり電⼒消費量 50 40.5 42.1
 C102経常収⽀⽐率 50 65.2 63.5
 C113料⾦回収率 50 65.8 63.1
 C114供給単価 50 52.7 52.0
 C115給⽔原価 50 53.2 54.2

 C106繰⼊⾦⽐率（資本的収⼊分） 50 24.5 42.4
 C119⾃⼰資本構成⽐率 50 45.5 44.2
 C121企業債償還元⾦対減価償却費⽐率 50 63.9 49.1
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【カネ】（効率性）

⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
持続  C124職員⼀⼈当たり有収⽔量 50 53.9 55.8

 C108給⽔収益に対する職員給与費の割合 50 49.3 49.5
 C205⽔道業務平均経験年数 50 41.6 55.2
 B504管路の更新率 50 47.6 44.7
 B110漏⽔率 50 53.5 52.2
 B104施設利⽤率 50 34.7 35.3
 B301配⽔量1m3当たり電⼒消費量 50 51.4 50.8
 C102経常収⽀⽐率 50 55.0 57.8
 C113料⾦回収率 50 53.2 55.6
 C114供給単価 50 48.2 48.4
 C115給⽔原価 50 51.4 50.9
 C106繰⼊⾦⽐率（資本的収⼊分） 50 43.2 46.6

 C119⾃⼰資本構成⽐率 50 46.6 47.0
 C121企業債償還元⾦対減価償却費⽐率 50 57.5 53.4
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本圏域は、「人材の確保」の側面では、職員 1 人あたり有収水量が、わずかながらも年々増加

しており、職員の負担が増える傾向が伺える。収益性では、経常収支比率及び料金回収率は、

改善傾向を示している。本圏域の平成 27 年度時点の給水原価は 139.5 円/m3、供給単価は

168.2 円/m3 である。 

 
＜中央東圏域＞－平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-34 中央東圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、「人材の確保」の側面では、職員 1 人あたり有収水量がわずかながらも年々増加し

ており、職員の負担が増える傾向にあるが、比較事業体より低い水準にある。収益性では、経常

収支比率及び料金回収率は、減少し、悪化傾向にある。なお、本圏域の平成 27 年度時点の給

水原価は 100.0 円/m3、供給単価は 108.8 円/m3 である。 

 
  

持続 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
 C124職員⼀⼈当たり有収⽔量 50 44.4 46.2
 C108給⽔収益に対する職員給与費の割合 50 50.3 50.3
 C205⽔道業務平均経験年数 50 54.0 47.9
 B504管路の更新率 50 46.0 46.9
 B110漏⽔率 50 41.4 49.5
 B104施設利⽤率 50 62.3 58.9
 B301配⽔量1m3当たり電⼒消費量 50 50.2 49.5
 C102経常収⽀⽐率 50 56.4 50.2
 C113料⾦回収率 50 53.3 51.9
 C114供給単価 50 42.5 42.7
 C115給⽔原価 50 52.5 51.2

 C106繰⼊⾦⽐率（資本的収⼊分） 50 56.9 56.5
 C119⾃⼰資本構成⽐率 50 49.2 46.1
 C121企業債償還元⾦対減価償却費⽐率 50 49.6 44.0
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＜中央西圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-35 中央西圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、「人材の確保」の側面では、職員 1 人あたり有収水量が比較事業体平均と同水準

にある。収益性では、経常収支比率及び料金回収率は、増減が少なく、比較事業体平均と同水

準にある。なお、本圏域の平成 27 年度時点の給水原価は 84.1 円/m3、供給単価は 87.1 円/m3

である。 

 
＜須崎圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-36 須崎圏域における業務指標の推移 

 

持続 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
 C124職員⼀⼈当たり有収⽔量 50 51.2 51.9
 C108給⽔収益に対する職員給与費の割合 50 46.6 49.8
 C205⽔道業務平均経験年数 50 50.0 41.6
 B504管路の更新率 50 44.8 57.6
 B110漏⽔率 50 47.6 46.7
 B104施設利⽤率 50 45.0 42.8
 B301配⽔量1m3当たり電⼒消費量 50 50.0 50.0
 C102経常収⽀⽐率 50 49.1 48.1
 C113料⾦回収率 50 50.9 50.6
 C114供給単価 50 40.3 40.6
 C115給⽔原価 50 52.7 51.3

 C106繰⼊⾦⽐率（資本的収⼊分） 50 47.6 44.4
 C119⾃⼰資本構成⽐率 50 51.8 50.8
 C121企業債償還元⾦対減価償却費⽐率 50 57.5 53.2
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持続 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
 C124職員⼀⼈当たり有収⽔量 50 52.2 53.8
 C108給⽔収益に対する職員給与費の割合 50 49.2 50.2
 C205⽔道業務平均経験年数 50 48.8 58.9
 B504管路の更新率 50 46.1 47.1
 B110漏⽔率 50 47.4 48.5
 B104施設利⽤率 50 64.6 60.7
 B301配⽔量1m3当たり電⼒消費量 50 47.9 49.4
 C102経常収⽀⽐率 50 52.5 50.9
 C113料⾦回収率 50 49.8 48.8
 C114供給単価 50 46.8 46.8
 C115給⽔原価 50 51.2 50.8

 C106繰⼊⾦⽐率（資本的収⼊分） 50 55.9 56.7
 C119⾃⼰資本構成⽐率 50 42.1 35.8
 C121企業債償還元⾦対減価償却費⽐率 50 49.9 48.3
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本圏域は、「人材の確保」の側面では、職員 1 人あたり有収水量がわずかながらも年々増加し

ており、職員の負担が増える傾向が伺える。収益性では、経常収支比率及び料金回収率は、増

減が少なく、比較事業体平均と同水準にある。なお、本圏域の平成 27 年度時点の給水原価は

152.5 円/m3、供給単価は 151.9 円/m3 である。 

 
＜幡多圏域＞ －平成 22 年度から平成 27 年度までの 6 か年－ 

 

図 6-37 幡多圏域における業務指標の推移 

 
本圏域は、「人材の確保」の側面では、職員 1 人あたり有収水量が年々増加しており、職員の

負担が増える傾向が伺える。収益性では、経常収支比率及び料金回収率は減少し、悪化傾向を

示している。本圏域の平成 27 年度時点の給水原価は 122.0 円/m3、供給単価は 131.6 円/m3 で

ある。 

  

持続 ⽐較事業体乖離値H2乖離値H27
 C124職員⼀⼈当たり有収⽔量 50 50.8 55.0
 C108給⽔収益に対する職員給与費の割合 50 49.7 50.5
 C205⽔道業務平均経験年数 50 58.9 51.3
 B504管路の更新率 50 47.8 46.1
 B110漏⽔率 50 47.0 42.1
 B104施設利⽤率 50 43.1 42.4
 B301配⽔量1m3当たり電⼒消費量 50 50.8 50.5
 C102経常収⽀⽐率 50 55.2 48.8
 C113料⾦回収率 50 52.7 51.5
 C114供給単価 50 44.3 44.9
 C115給⽔原価 50 52.0 51.0

 C106繰⼊⾦⽐率（資本的収⼊分） 50 50.8 43.8
 C119⾃⼰資本構成⽐率 50 46.8 43.0
 C121企業債償還元⾦対減価償却費⽐率 50 51.4 45.1
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＜PI による分析まとめ＞ 

職員 1 人あたり有収水量は、高知市圏域は、高い水準にあり、他の圏域も増加傾向にある。ま

た、経常収支比率や料金回収率は、高知市圏域、安芸圏域が高い水準にあるが、他の圏域

は、比較事業体平均と同水準となっている。 
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6.4 現状と課題の整理 

現状と課題を以下に整理する。 

表 6-16 安全における現状と課題 

 

表 6-17 強靭における現状と課題（1/2） 

 

 

 項 目 内 容 

1 水道システムの水質監視 

水安全計画を策定している市町村は 1 事業体に留まり、水源汚

染リスクの対策が遅れていることが課題となっている。 

送配水施設では、水質は概ね安定しているが、一部鉛製給水管

が残存し、水質への影響が懸念される。今後は、水需要減少に伴

い、管内の滞留時間の増加、残留塩素の減少など、水質面の課

題が生じるため、ダウンサイジングの検討も必要となる。 

2 

クリプトスポリジウム等の汚

染リスクに対応した浄水処

理 

クリプトスポリジウム対策が必要な浄水施設は、平成 29 年度に県

全体として 166 か所あり、52 か所の浄水施設数で対策できていな

いことが課題となっている。 

3 給水サービスの向上 

平成 27 年度の簡易専用水道の検査受検率は、63.9％、小規模

貯水槽水道の検査受検率は 1.6％と低い水準にある。 

水道普及率は、平成 28 年度に 94.1％を示しているが、未普及地

域が 5.9％残存している。 

指定給水装置工事事業者の資質向上が社会的に望まれ、指定に

有効期間を設ける更新制を改正水道法で規定された。 

 項 目 内 容 

1 
強靭な水道システムの

構築 

耐震化計画の策定状況は、全市町村のうち 28 市町村で実施され、

策定率は 85％となっている。 

重要度ランク A の水道施設のうち、浄水施設は L2 対応が 15.5％、

ポンプ場は 25.6％、配水池は 39.5％となっている。 

また、重要度ランク B の水道施設のうち、ポンプ場は L2・L1 対応が

1.1％、配水池は 21.4％となっている。 

基幹管路の耐震適合率は、34.5％、管路全体の耐震適合率は、

15.6％となっており、全国平均を下回り、水道施設の耐震化事業への

取り組みの遅れが課題となっている。。 

津波や土砂災害、台風、洪水などの対策について、多くの事業体が

計画未策定であることが課題となっている。 
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表 6-18 強靭における現状と課題（2/2） 

 

表 6-19 持続における現状と課題 

 

 

 

 

 項 目 内 容 

2 事業継続の強化 

基幹管路における法定耐用年数超過管路率は 22.8％と高く、全体で

も 13.5％の管路が法定耐用年数を超過している。 

応急給水計画の策定率は 11.1％、応急復旧計画の策定率は 16.7％

に留まり、また、水道事業継続計画（水道 BCP）は、2 事業体の策定

に留まっている。 

応急給水や応急復旧用の資機材は、市町村で備蓄されているが、そ

の量が十分ではないことが課題となっている。 

現状では、事業体間での緊急時用連絡管の整備は行われていない

ことが課題となっている。 

（公社）日本水道協会の会員は、34 市町村の内、27 市町（準会員含

む）となっており、非会員が 7 町村となっている。 

 項 目 内 容 

1 運営基盤の強化 

水道事業ビジョンは、4 市町で策定されているが、29 市町村で未策

定となっており、取り組みは遅れている。 

上水道事業において水道施設台帳を保管している事業体は、13 市

町あるが、管路と施設で管理方法が統一されていないことや十分な

保管ができていない等の課題がある。 

アセットマネジメントの検討手法のうち、標準型検討手法（更新需要：

タイプ 3、財政収支：タイプ C）での実践を行っている上水道事業者は

5 市町と、実施率は 31％にとどまり、取り組みが遅れていることが課題

となっている。なお、簡易水道事業が実施しているタイプ 1A を含める

と 67％となる。 

2 
水道技術の継承と事業

運営の効率化 

高知市圏域を除き、全体的に職員数が不足し、また、技術職員数も

少ないことが課題となり、職務上の負担が大きく、技術の継承、人材

育成への対応が必要な状況である。 

3 
水道利用者サービスの

向上 

水道事業への理解を住民に深めていただき、水道経営の基盤強化

や災害時の対応などに協力を得る必要があるが、水道イベントや災

害訓練など住民とのコミュニケーションが少ないことが課題となってい

る。 
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＜課題のまとめ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県水道ビジョンでは、県のリーダーシップにより、水道事業体に経営基盤の強化、

施設基盤の強化、運営基盤の強化を促し、また、従来の事業体単独の発想から、広域連携

の新たな発想へ転換し、水道基盤強化を図り、安全・強靭で持続ある水道の確立を目指す

ため、将来目標と実現方策を設定する。 

 
図 6-38 高知県水道ビジョンからあるべき水道の確立への流れ 

 水質汚染リスクの把握や危害を継続的に監視し対策を講じるため、水安全計画の策定が必要である。 
 クリプトスポリジウム対策が未対応の浄水施設があり、浄水処理の適正化が必要である。 
 指定給水装置工事事業者の事業実態が十分に把握できていないため、実態の把握や資質向上が必要である。

【安全】 

 水道施設の耐震化が進んでいないため、強靭な水道施設の構築に向けて耐震化計画の策定が必要である。 

 法定耐用年数を超過した管路が多く、今後ますます進んでいくことが懸念されるため、計画的な更新が必要

である。 

 津波や土砂災害、台風、洪水などについて、対策が遅れているため、計画的に対応していく必要がある。 

 緊急用資機材の備蓄が不十分であり、災害時協力体制においても課題があるため、相互応援体制を構築し、

広域的な連携が必要である。 

【強靭】 

 水道施設の資産状況を適切に把握、管理し、効率的、効果的な管理運営を行うため、アセットマネジメント

の実践が必要である。 

 職員数が不足し、技術継承・人材育成が不十分であるため、業務改善（省力化）、能力開発、ICT の活用な

ど、対策の強化が必要である。 

 住民とのコミュニケーションへの取り組みは少なく、水道事業の理解を深めていただくため、取り組みの共

有や対話を行う必要がある。 

【持続】 
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7. 将来目標と実現方策 

将来にわたり、水道事業を継続し、利用者の方に水道を供給していくために、将来目標と実現

方策を設定する。 

 

7.1 施策目標 

基本理念、基本方針、理想像を踏まえ、施策目標を設定する。 

 
表 7-1 安全における施策目標 

 

表 7-2 強靭における施策目標 

 

表 7-3 持続における施策目標 

 

安全 清浄な水源から安心・安全な水道 

施策目標 1 

水源から給水栓までの水質の安全が確保された水道の維持 

水源の水質監視を適切に行い、また、水質の安全性を計画的に確保し、安心、安全な水道

水を届けます。 

施策目標 2 

クリプトスポリジウム等に対応できる水道の構築 

おいしい水を届ける水道システムを構築し、健全な水道施設を維持します。 

施策目標 3 

給水栓における安全が確保された水道の構築 

給水栓における水質を確保し、給水サービスの向上に努めます。 

強靭 災害に負けない、しなやかな水道 

施策目標 1 

自然災害に強い水道の構築 

水道施設の耐震化や応急給水拠点の整備を進め、また、非常時においても事業を継続でき

る準備を整えます。 

施策目標 2 

災害が発生した際に、迅速に応急給水や応急復旧できる水道の構築 

緊急用資機材や緊急時連絡管の整備を進め、また、災害時協力体制を強化し、非常時に連

携できる準備を整えます。 

持続 健全かつ安定的な事業運営の水道 

施策目標 1 

健全かつ安定的な水道経営の達成 

経営基盤の強化や水道施設の計画的な更新を行い、安定した水道経営を目指します。 

施策目標 2 

水道技術が確保され、維持管理の体制や仕組みが適切に構築された水道の達成 

水道技術を維持し、また、IoT、ICT の活用など水道事業運営の効率化を図ります。 

施策目標 3 

地域住民に開かれた水道の達成 

地域住民との対話を大切にし、水道利用者サービスの向上を図ります。 
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7.2 実現方策 

 
水道の理想像を達成するために、安全、強靭、持続の観点で、20 施策を設定する。そのうち、

特に重要で、県がトップダウンで推進する施策を重要施策と位置づけ、7 施策を設定し、併せて数

値目標も設定する※。 

※水道業務の受け皿となる支援組織の検討・活用は定量的な目標ではなく、概略のスケジュールを設定する。 

また、20 施策のうち、県内の実情を踏まえ、広域的に連携した方が職員負担や財政負担を軽

減でき、また技術レベルを確保できる施策を広域連携方策と位置づけ、10 施策を設定する。 

なお、広域連携施策は、個別での取り組みも考えられるが、広域連携を推進するため、後述す

る 7.6 項では、広域連携による事業者の取り組みや県の役割を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7-4 安全における施策目標と実現方策 

 施策目標 実現方策 

1 

水源から給水栓までの水質

の安全が確保された水道の

維持 

（1）水道システムの水質監視 

① 作成支援ツール等を活用した水安全計画の策定 

【重要施策】 

② 適切な水質検査や水質の監修（広域連携） 

③ 水源の適切な監視と保全の実施 

2 
クリプトスポリジウム等に対応

できる水道の構築 

（2）クリプトスポリジウム等の汚染リスクに対応した浄水処理 

① クリプトスポリジウム対策等による浄水処理の 

適正化【重要施策】 

3 
給水栓における安全が 

確保された水道の構築 

（3）給水サービスの向上 

① 更新制導入による指定給水装置工事事業者の資質向

上（広域連携） 

（県内の実状） 
・水源や水質管理における水道を取り巻く環境の変化 
・自然災害や施設、管路の老朽化などへの早急な対策 
・職員不足による業務量の負担や職員転属などによる技術継承の課題 

県内の実状を踏まえ、広域的に連携し

た方が、職員負担や財政負担を軽減で

き、また、技術レベルを確保できるも

のなどを選定 

実現方策 全２０施策 

安全 ３施策

広域連携方策 １０施策県内の実状 

個別方策 １０施策 

強靭 ３施策

持続 ４施策

安全 ２施策

強靭 ２施策

持続 ６施策

（7.3 節参照） 

（7.4 節参照） 

（7.5 節参照） 

（7.6 節参照） 
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表 7-5 強靭における施策目標と実現方策 

 
表 7-6 持続における施策目標と実現方策 

※実現方策の個別方策については、7.3 節、7.4 節、7.5 節に説明を記載し、広域連携方策は 7.6 節に説

明を記載する。また上表と説明を関連付けるため、表中の見出し番号と説明の見出し番号は統一する。 

  

 施策目標 実現方策 

1 自然災害に強い水道の構築 

（1）強靭な水道システムの構築 

① 浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化【重要施策】

② 土砂災害、津波、洪水に対する浄水施設、配水池、基

幹管路等の対策 

2 

災害が発生した際に、迅速に

応急給水や応急復旧できる

水道の構築 

（2）事業継続の強化 

① BCP 簡易様式等の活用や県外受援も考慮した｢水道

BCP」の策定【重要施策】 

② 災害時等緊急時の資機材の確保（広域連携） 

③ 災害時対応体制の構築（広域連携） 

 施策目標 実現方策 

1 
健全かつ安定的な水道経営

の達成 

（1）運営基盤の強化 

① 水道事業ビジョンの策定 

② 水道施設台帳の整備及びシステム化の 

実施【重要施策】（広域連携） 

③ 簡易支援ツール等を活用したアセットマネジメントの 

導入【重要施策】 

④ 適正な水道料金体系の導入検討 

⑤ 市町村の意向を尊重しつつ、経営統合を含めた広域

化の検討（広域連携） 

2 

水道技術が確保され、維持管

理の体制や仕組みが適切に

構築された水道の達成 

（2）水道技術の継承と事業運営の効率化 

① 水道業務の受け皿となる支援組織の 

検討・活用【重要施策】（広域連携） 

② 技術力確保のための研修会の実施（広域連携） 

③ ICT、IoT 技術導入による維持管理の低減や水の安全

性確保、災害対応の強化に資する事業運営 

の効率化（広域連携） 

④ 運営基盤強化のための広域支援体制 

の構築・活用（広域連携） 

3 
地域住民に開かれた水道の 

達成 

（3）水道利用者サービスの向上 

① 現状の取り組みの共有や日常の接点を活かした地域

住民との対話 
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7.3 安全における施策目標と実現方策 

 
本県の水源は、地下水や伏流水が多く、水質が安定している一方で、災害などのリスクやその

他の水源汚染リスクなども内包している。 

そこで、水源や水質に対する安全の確保に関し、施策目標を定め、その達成に向けた実現方

策を示す。 

 
（1） 水道システムの水質監視 

① 作成支援ツール等を活用した水安全計画の策定 【重要施策】 

本県は、地下水や伏流水が多く、また、河川水も水質が良好であり、安定しているが、安全な水

道水を確保するためには、水質汚染リスクに対する対応や水質汚染防止、水源から給水栓までの

プロセスにおける水質の安全性を確保する必要がある。 

 

（水道事業体の取り組み） 

 水安全計画を策定し、水源から給水栓までのプロセスにおける危機管理対応を図る。 

 

 

（高知県の役割） 

 水安全計画策定に必要な情報の提供や、技術を保有する水道事業体と連携し、計画立

案方法の助言など策定支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

出典：水道事業施策概要資料 厚生労働省               

図 7-1 水安全計画イメージ 

＜数値目標＞ 

水安全計画策定率 ＝ 水安全計画策定市町村 / 33 市町村 ＝100％ 

水安全計画は、水源の汚染リスクや水質悪化のリスクを評価し、その対策を計画的に講じるもの

であり、水質の安全性を確保するために必要不可欠な取り組みであることから、水安全計画策定

率の数値目標を 100％に設定する。 

なお、本施策は水の安全性確保のために重要であり、早急に取り組む必要があることから、中

間目標で 100％の達成とする。 

  参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/07.html 



69 

 

表 7-7 数値目標達成スケジュール（水安全計画策定率） 

※現況（R1）の数値は、過年度の数値を基にした現状分析の数値を採用した（以下同様）。 

 
③ 水源の適切な監視と保全の実施 

本県は、地下水や伏流水が多く、水質も概ね安定しているが、安全な水道水を確保するために

は、水源への水質汚染リスクの把握や適切な監視、保全に取り組む必要がある。 

（水道事業体の取り組み） 

 水源の汚染リスクの把握や適切な水源監視、水源の保全を行う。 

 水質事故発生時の緊急連絡網を共有し、発災時に情報伝達を行う。 

 

（高知県の役割） 

 水源の適切な監視や保全に関する情報の提供や、技術を保有する水道事業体と連携

し、監視や保全の支援を行う。 

 水質事故発生時の緊急連絡網を共有し、発災時に情報伝達を行う。 

 

（2） クリプトスポリジウム等の汚染リスクに対応した浄水処理 

① クリプトスポリジウム対策等による浄水処理の適正化 【重要施策】 

本県は、地下水や伏流水が多く、また、河川水も水質が良好であり、安定しているが、クリプトス

ポリジウム等の汚染リスクも散在している。また、豪雨時などにおける濁度上昇や将来的な水質悪

化の懸念もあるため、浄水処理を適切に選定及び強化する必要がある。 

（水道事業体の取り組み） 

 クリプトスポリジウム等の汚染リスクや豪雨時等の水質悪化に対応するため、計画的

な浄水処理強化の対応を図る。 

（高知県の役割） 

 技術を保有する水道事業体と連携し、浄水処理導入の指導や技術的な助言を行う。 

 補助事業などの交付金の活用についての情報提供や助言を行う。 

＜数値目標＞クリプトスポリジウム対策実施率＝対策実施施設 / 対策必要施設 ＝ 100％ 

クリプトスポリジウム対策は、水質の安全性確保のための最重要な施策であり、早急に取り組む

必要があることから、中間目標で 100％の達成とする。 

表 7-8 数値目標達成スケジュール（クリプトスポリジウム対策実施率） 

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

水安全計画策定率 3％ 100％ 100％ 

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

クリプトスポリジウム 

対策実施率 
69％ 100％ 100％ 

参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160418_00005.html
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7.4 強靭における施策目標と実現方策 

 
本県では、南海トラフ地震や津波、土砂災害や豪雨災害等、多くの災害に見舞われるリスクが

あり、水道施設、管路におけるハード面、ソフト面の対策が喫緊の課題となっている。 

そこで、それらの災害に対し、施策目標を定め、その達成に向けた実現方策を示す。 

 
（1） 強靭な水道システムの構築 

① 浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化【重要施策】 

本県は、南海トラフ地震が発生した場合に、県全域が震度 5 弱以上の地震を受け、多くの施設

や管路の被害が発生すると予測されている。そのため、水道施設の耐震化を短期的に図る必要

があることから、耐震化の優先度を考え、重要給水拠点への供給も考慮し、水道施設の耐震化を

推進する。 

 

（水道事業体の取り組み） 

 優先的に耐震化を図る施設や管路を選定し、耐震化計画を策定する。 

 耐震化計画に基づき、耐震化事業を進め、水道施設の耐震化を図る。 

 

（高知県の役割） 

 施設や管路の重要度、優先度の考え方を示し、耐震化計画策定を支援する。 

 ハザードエリア情報及び水道施設、基幹管路の位置情報など被害想定の基礎情報を提

供し、耐震化計画策定を支援する。 

 補助事業などの交付金の活用についての情報提供や助言を行う。 

 

出典：重要給水施設管路の耐震化計画策定の手引き 平成 29 年 5 月 厚生労働省 

図 7-2 重要度、優先度の高い管路の選定イメージ図 

参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000166062.html
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＜耐震化計画の数値目標＞ 

南海トラフ地震やその他の地震に対し、限られた財源や職員で計画的に対策を実施していく必

要があり、喫緊の課題であることから、耐震化計画策定率の数値目標を 100％に設定する。 

また、浄水施設は耐震化未対応施設のうち、対策実施予定の事業を計上し、目標を設定する。

配水池や基幹管路は、高知県水道施設耐震化推進交付金の事業計画や過去の耐震化率の伸

び率に基づき設定する。 

なお、浄水施設や配水池の耐震化率、基幹管路の耐震適合率の数値目標は、上水道事業の

みを対象とし、また、耐震化計画やアセットマネジメント等の実施により、具体的な計画を基に、今

後必要に応じて見直すものとする。 

 

 耐震化計画策定率※ ＝ 耐震化計画策定市町村 / 33 市町村 ＝ 100％ 

      ※耐震化計画は、施設や管路の更新による耐震化も含む 

表 7-9 数値目標達成スケジュール（耐震化計画策定率） 

 

 浄水施設の耐震化率 ＝ 耐震化浄水施設能力 / 全浄水施設能力 ＝ 60％ 

表 7-10 数値目標達成スケジュール（浄水施設の耐震化率） 

 

 配水池の耐震化率 ＝ 耐震化有効容量 / 全有効容量 ＝ 85％ 

表 7-11 数値目標達成スケジュール（配水池の耐震化率） 

 

 基幹管路の耐震適合率 ＝ 耐震適合性のある基幹管路延長/ 基幹管路総延長 ＝ 55％ 

表 7-12 数値目標達成スケジュール（基幹管路の耐震適合率） 

  

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

耐震化計画策定率 85％ 90％ 100％ 

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

浄水施設の耐震化率 29％ 45％ 60％ 

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

配水池の耐震化率 67％ 80％ 85％ 

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

基幹管路の 

耐震適合率 
39％ 45％ 55％ 
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② 土砂災害、津波、洪水に対する浄水施設、配水池、基幹管路等の対策 

近年では、大型台風や豪雨による土砂災害や洪水が全国的に発生し、本県においても、そのリ

スクは高まっている。また、南海トラフ地震が発生した場合は、短時間の間に大規模な津波の襲来

が予測されている。そのため、土砂流入防止壁の設置等による土砂災害対策、防水扉の設置や

水源施設の移設などの洪水や台風、津波に対する浸水対策、自家発電設備の設置等の停電対

策などの取り組みを進めていくことが急務である。 

 

（水道事業体の取り組み） 

 優先的に対策を図る施設や管路を選定し、また、ソフト面での対応を含め、事業計画

を策定する。 

 事業計画に基づき、水道施設や基幹管路の対策やソフト面の対策を進める。 

 

（高知県の役割） 

 ハザードエリア情報及び水道施設、基幹管路の位置情報など被害想定の基礎情報を提

供し、対策を支援する。 

 

（2） 事業継続の強化 

① BCP 簡易様式等の活用や県外受援も考慮した｢水道 BCP」の策定 【重要施策】 

本県では、多くの災害に見舞われるリスクがあり、また、水質面や工事（他企業工事含む）にお

ける事故のリスクもあることから、水道施設におけるハード面での対策だけでは、災害発生時の対

応を十分に行うことは困難な状況にある。そのため、地震や津波、土砂災害、豪雨災害などの災

害発生時や事故時において、円滑な応急給水活動や応急復旧活動ができるように、実行性を確

保するために重要となる事前対策や訓練などを踏まえた水道 BCP の策定を推進する。 

 

（水道事業体の取り組み） 

 応急給水などの考えや事前対策、訓練を盛り込んだ水道 BCP を策定する。 

 水道 BCP に基づき事前の準備や訓練を実施する。 

 水道 BCP の実行性について検証していく。 

 

（高知県の役割） 

 水道 BCP の考え方や様式を水道事業体に示し、水道 BCP の策定を支援する。 

 水道 BCP では広域的な災害も想定し、県としても調整を図る。 

 水道 BCP の策定後は、訓練などを運営し、実行性を高めるための支援を行う。 

 参考 URL：http://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/H28tebiki.pdf 
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＜数値目標＞ ＢＣＰ策定率 ＝ ＢＣＰ策定市町村 / 33 市町村 ＝ 100％ 

 

水道施設の老朽化が進む一方で、災害発生のリスクは、ますます高まる状況にあり、大規模な

災害に見舞われた場合に、災害時の行動計画などが事前に分析され、準備されていない場合、

対応の遅れや、被害の拡大を招く大きな要因となる。そのため、事前にＢＣＰを策定し、災害に備

えておくことが必要不可欠であることから、BCP 策定率の数値目標を 100％に設定する。 

 

表 7-13 数値目標達成スケジュール（ＢＣＰ策定率） 

 
 
＜水道 BCP の策定について＞ 

水道 BCP は、大規模な自然災害等の発生により、水道施設の機能が低下し、職員や庁舎、資

機材などに制約がある状況下においても、水道事業を継続するために、応急給水や応急復旧を

実施し、また、災害支援を受け、継続的に給水を行うために、事前対応、事後対応について、基

本方針や体制、手順などを示す計画である。 

 

（水道 BCP 策定の効果） 

発災後に実施する業務は、図 7-3 に示すように、新たに応急業務が発生することにより、急激

に増加することが考えられる。一方で、図 7-4 に示すように、水道 BCP を策定することにより、非

常時優先業務の執行体制や対応手順が明確となり、また必要な資源の準備を進めることができ、

早期に多くの業務に取り組むことができることとなる。 

 

（水道 BCP の概要） 

水道 BCP では、非常時の業務範囲や BCP の運用体制を基本方針として、整理する。また、被

害想定を行い、非常時対応の検討や応急給水、応急復旧などの非常時対応計画の立案、水道

施設の耐震化や緊急資機材の準備などの事前対策を行う。 

なお、水道 BCP を実効性のあるものに高めるため、平常時から訓練に取り組み、維持改善計

画を策定し、本計画を改善していくことも重要である。（表 7-14 参照） 

 

（水道 BCP の課題） 

水道 BCP は、被害想定の分析や資機材、必要人員の予測などの想定をより正確に行うことに

より、事前に準備しておく資機材や対策内容の適正化を図ることができる。 

一方で、将来の大規模災害などを考えると、まずは、着手することが重要であることから、簡易な

様式での取り組みを行い、徐々に精度を上げていくことを検討する。  

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

ＢＣＰ策定率 6％ 100％ 100％ 
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出典：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き 平成 28 年 2 月改定 内閣府 

図 7-3 発災後に市町村が実施する業務の推移 

 

 
※1 業務継続計画の策定により、資源制約がある状況下においても非被災地からの応援や外部機関の活用に係る

業務の実効性を確保することができ、受援計画等と相まって、100％を超える業務レベルも適切かつ迅速に対応

することが可能となる。 

※2 訓練や不足する資源に対する対策等を通じて計画の実行性等を点検・是正し、レベルアップを図っていくことが

求められる。 

出典：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き 平成 28 年 2 月改定 内閣府 

図 7-4 業務継続計画の策定に伴う効果の模式図 
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表 7-14 水道 BCP の項目 

※県で作成した簡易様式の項目一覧 

 

  

 項目 内容 備考 

 【基本方針】   

1 業務範囲 非常時業務範囲  

2 運用体制 BCP 運用体制  

 【被害想定】   

3 災害設定 対象とする災害及び規模  

4 被害想定 被害想定  

 【非常時対応の検討】   

5 非常時優先業務 非常時優先業務の選定  

6 〃 必要人員と人員確保対策  

7 〃 活動拠点、参集場所  

 【非常時対応計画】   

8 応急給水計画 応急給水目標設定  

9 〃 応急給水拠点  

10 〃 給水方法  

11 応急復旧計画 応急復旧目標設定  

12 〃 被害予測  

13 〃 応急復旧方法  

 【事前対策】   

14 水道施設の耐震化 水道施設、管路の耐震化計画  

15 緊急時の資機材の確保 応急給水、応急復旧用の資機材の事前準備  

16 施設台帳・図面整備 水道台帳の整備、バックアップ 保管場所、状況

17 受援計画 受援業務、受援班、受援担当  

18 〃 スペース（待機、駐車）、資機材、執務環境  

 【訓練・維持改善計画】   

19 訓練 現在取り組んでいる訓練を継続  

20 維持改善計画 立案を最優先とし、今後 PDCA の実施検討  
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7.5 持続における施策目標と実現方策 

 
本県の水道事業は、水需要の減少に伴う給水収益の低下や職員数の不足など、水道事業を

継続していくための経営課題が多くある。 

そこで、それらの経営上の課題に対し、施策目標を定め、その達成に向けた実現方策を示す。 

また、アセットマネジメントの導入、水道施設台帳の整備などについても、数値目標を設定し、

事業の促進を図るものとする。 

 
（1） 運営基盤の強化 

①水道事業ビジョンの策定 

水道事業ビジョンを策定することは、事業状況の把握や将来の状況を予測し、計画的に対策を

実施し、水道事業を持続していくために重要である。 

 

（水道事業体の取り組み） 

 水道事業ビジョンを策定し、現状の把握や理想像・目標を設定し、持続可能な水道事

業の構築を図る。 

 

（高知県の役割） 

 技術を保有する水道事業体と連携し、水道事業ビジョン策定のための助言や情報提供

を行う。 

 

③簡易支援ツール等を活用したアセットマネジメントの導入 【重要施策】 

水道施設における設備の法定耐用年数を超過している割合が高く、有収率も 90％を下回る状

況にある。また、維持管理の高度化を図るために、施設の実態を把握し、水道台帳などの管理台

帳を適切に整備する必要がある。そのため、計画的な設備や管路の更新を行い、更新率を上げ

ることにより、水道施設の健全化を図るとともに維持管理を適切に行う必要がある。 

 

（水道事業体の取り組み） 

 アセットマネジメントを導入し、計画的な施設更新や適切な維持管理を実施する。 

 

（高知県の役割） 

 技術を保有する水道事業体と連携し、アセットマネジメント 3C 導入における助言や

アセットマネジメント簡易支援ツールや各水道事業体の取り組み状況などの情報提供

を行う。 
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出典：アセットマネジメント説明資料 厚生労働省 

図 7-5 アセットマネジメント導入イメージ 

＜数値目標＞ 

アセットマネジメント導入率=アセットマネジメント導入市町村/33 市町村= 100％ 

（施設更新計画策定率） 

アセットマネジメントは、現有施設の状態を把握し、将来的に必要な事業規模の把握や検討を

定量的に、効率的に行うことができるマネジメント手法である。また、アセットマネジメントでは、必

要情報の整備や個別施設の維持管理、診断評価、更新需要や財政収支見通しの算定を行うだ

けでなく、各マネジメントの取り組みにフィードバックすることも重要である。 

アセットマネジメントは、水道事業の運営に必要不可欠なものであることから、すべての事業体

が導入することを目指し、アセットマネジメント導入率※の数値目標を 100％に設定する。 

※アセットマネジメントの導入レベルは、タイプ 3C を基本とするが、簡易水道事業では、タイプ

1A でも可とする。 

 
 
 

表 7-15 数値目標達成スケジュール（アセットマネジメント導入率） 

 

なお、アセットマネジメントは、導入するだけでなく、アセットマネジメント結果を活用して、早期に

更新計画を策定することが重要である。また、計画的に施設更新を進めていくためには、経営の

健全性を維持しながら、更新費用の低減を図れるよう更新計画を策定する必要がある。 

 

④適正な水道料金体系の導入検討 

人口が減少傾向に転じ、これからも給水人口の減少、給水量の減少が続く中、施設の耐震化

や老朽化対策に必要となるコストは、増大傾向にあり、経営環境が今後ますます悪化することが想

定される。 

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

アセットマネジメント 

導入率 

（施設更新計画策定率） 

67％ 80％ 100％ 

参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/am/tool.html
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そのため、水需要の減少に対応したダウンサイジングや経済的な資材の採用など、コスト縮減

を図るとともに、給水収益を上げ、収入と支出のバランスや保有資金、企業債残高の改善等によ

り、経営基盤の強化を図る必要がある。 

 

（水道事業体の取り組み） 

 適正な水道料金体系を検討し、設定する。また、検討・導入にあたっては料金改定の

必要性を関係者へ説明するとともに、料金改定幅の算定に明確な根拠が必要となるた

め、今後必要となる事業量を算定し、財政収支計画の見通しを図ることのできるア

セットマネジメントを積極的に導入、活用する。 

 
（高知県の役割） 

 水道料金検討の助言や必要情報の提供を行う。 

 

（3） 水道利用者サービスの向上 

①現状の取り組みの共有や日常の接点を活かした地域住民との対話 

水道事業の取り組みを住民にご理解いただくとともに、水道事業へのニーズを把握し、水道利

用者サービスの向上を図る必要がある。 

 

（水道事業体の取り組み） 

 水道の広報やイベントなど、現状の取り組みや日常の接点を活かし、地域住民との対

話を行い、情報交換を行う。 

 

（高知県の役割） 

 水道事業体と連携し、情報交換の結果などによる有益な情報などの共有を図る。
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7.6 広域的な連携の推進 

 
7.6.1 新たな水道広域化 

本県内の水道事業の状況は、次の 3 点に集約される。 

① 水源や水質管理における水道を取り巻く環境の変化 

② 自然災害や施設、管路の老朽化などへの早急な対策 

③ 職員不足による業務量の負担や職員転属などによる技術継承の問題 

このような状況に対して、以下の 3 つの観点の水道の実現に向けて、圏域内外の水道事業体

間の連携及び事業統合等を視野に入れた取り組みが喫緊に求められる。 

（1） 清浄な水源から安心・安全な水道 

（2） 災害に負けない、しなやかな水道 

（3） 健全かつ安定的な事業運営の水道 

そこで、以下に示す「新たな水道広域化」の広域連携形態と検討方針を示す。 

 

 

出典：水道広域化の形態（（公社）日本水道協会ホームページ）を加工 

図 7-6 本県の水道広域化のイメージ図 

 

本県では、次頁に示す広域連携に取り組んでいるが、次々頁に示すように事業統合や経営の

一体化に対する取り組みは、現段階では、難しい状況にある。 

そのため、水道広域化の取り組みとしては、地域の現状を踏まえ、「施設の共同化」や「管理の

一体化」など、水道基盤強化を図るために必要となる広域連携の施策について、検討を進める。 
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策

と
検

討
方

針
や

そ
の

理
由

 

 
広

域
化

形
態

 
広

域
化

の
具

体
的

方
策

 
検

討
の

 

優
先

順
位

 
検

討
方

針
、
理

由
 

1
 

事
業

統
合

 

複
数

の
水

道
事

業
等

に
よ

る
事

業
統

合
 

△
 

・県
内

の
水

道
事

業
間

に
お

い
て

、
施

設
統

合
・経

営
統

合
の

効
果

が
整

理
・共

有
さ

れ
て

い
な

い
。
 

・
事

業
間

の
施

設
管

理
水

準
及

び
料

金
水

準
が

統
一

さ
れ

て
い

な
い

。
 

水
道

用
水

供
給

事
業

と
水

道
事

業
の

統
合

 
 

・現
在

、
本

県
に

お
い

て
、
水

道
用

水
供

給
事

業
を

実
施

し
て

い
な

い
。
 

（
本

県
は

、
水

資
源

に
恵

ま
れ

て
お

り
、

地
域

産
業

の
発

展
や

都
市

化
に

伴
う

水
需

要
の

増
加

に
対

し
、
各

市
町

村
で

清
浄

に
し

て
豊

富
な

水
源

が
整

備
さ

れ
て

い
る

） 

2
 

経
営

の
一

体
化

 
同

一
の

経
営

主
体

が
複

数
の

水
道

事
業

等

を
経

営
 

△
 

・現
在

、
本

県
に

お
い

て
、
水

道
用

水
供

給
事

業
を

実
施

し
て

い
な

い
 

・
市

町
村

間
に

お
い

て
、

他
の

水
道

事
業

体
と

の
経

営
の

一
体

化
の

効
果

が
整

理
・
共

有
さ

れ
て

い

な
い

。
 

3
 

管
理

の
一

体
化

 

中
核

事
業

に
よ

る
管

理
の

一
体

化
 

○
 

中
核

事
業

体
で

あ
る

高
知

市
に

お
い

て
、
現

行
の

執
行

組
織

能
力

で
は

、
新

た
に

他
事

業
か

ら
の

受
託

が
困

難
で

あ
る

。
 

管
理

組
織

へ
の

業
務

の
共

同
委

託
 

◎
 

県
内

水
道

事
業

の
技

術
者

不
足

・
技

術
力

の
低

下
対

策
と

し
て

、
水

道
業

務
を

支
援

す
る

組
織

を
検

討
す

る
。
 

水
道

用
水

供
給

事
業

に
よ

る
受

水
団

体
の

 

管
理

の
一

体
化

 
 

現
在

、
本

県
に

お
い

て
、
水

道
用

水
供

給
事

業
を

実
施

し
て

い
な

い
。
 

4
 

施
設

の
共

同
化

 

共
用

施
設

の
保

有
 

△
 

県
内

の
水

道
事

業
間

に
お

い
て

、
共

同
施

設
を

建
設

、
保

有
す

る
効

果
が

整
理

・
共

有
さ

れ
て

い

な
い

。
 

緊
急

時
連

絡
管

 
△

 
地

形
条

件
等

を
踏

ま
え

、
費

用
対

効
果

を
勘

案
し

た
場

合
、
優

先
順

位
が

低
い

。
 

災
害

時
等

の
協

力
体

制
構

築
 

◎
 

ハ
ー

ド
面

で
の

対
策

だ
け

で
は

、
災

害
発

生
時

の
対

応
を

十
分

に
行

う
こ

と
が

困
難

な
状

況
の

た

め
、
広

域
的

な
協

力
体

制
の

構
築

を
検

討
す

る
。
 

そ
の

他
の

方
策

 
〇

 

・
緊

急
用

資
機

材
の

融
通

、
業

務
の

集
約

に
よ

る
効

率
化

、
IC

T
、
Io

T
活

用
に

よ
る

維
持

管
理

の
効

率
化

を
検

討
す

る
。
 

・
水

道
施

設
台

帳
の

共
同

電
子

化
を

検
討

す
る

。
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7.6.2 施策目標と実現方策（広域連携） 

 
新たな水道広域化の形態における「施設の共同化」や「管理の一体化」による広域連携におい

て、広域支援組織の構築、活用の検討等を促進することにより、安全、強靭、持続の実現方策を

実施し、水道事業体の基盤強化を図る。 

以下に、安全、強靭、持続における広域連携の施策を示す。 

 
表 7-18 安全における施策目標と実現方策 

 

表 7-19 強靭における施策目標と実現方策 

 

表 7-20 持続における施策目標と実現方策 

  

 施策目標 実現方策 

１ 
水源から給水栓までの水質の 

安全が確保された水道の維持 

（1）水道システムの水質監視 

②適切な水質検査や水質の監修 

２ 
給水栓における安全が確保され

た水道の構築 

（3）給水サービスの向上 

①更新制導入による指定給水装置工事事業者の資質

向上 

 施策目標 実現方策 

1 

災害が発生した際に、迅速に応

急給水や応急復旧できる水道の

構築 

（2）事業継続の強化 

②災害時等緊急時の資機材の確保 

③災害時対応体制の構築 

 施策目標 実現方策 

1 
健全かつ安定的な水道経営の

達成 

（1）運営基盤の強化 

②水道施設台帳の整備及びシステム化の実施 

【重要施策】 

⑤市町村の意向を尊重しつつ、経営統合を含めた広域

化の検討 

2 

水道技術が確保され、維持管理

の体制や仕組みが適切に構築さ

れた水道の達成 

（2）水道技術の継承と事業運営の効率化 

①水道業務の受け皿となる支援組織の検討・活用 

【重要施策】 

②技術力確保のための研修会の実施 

③ ICT、IoT 技術導入による維持管理の低減や水の安

全性確保、災害対応の強化に資する事業運営の効

率化 

④運営基盤強化のための広域支援体制の構築・活用 
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1） 安全における施策目標と実現方策 

 
（1） 水道システムの水質監視 

 
②適切な水質検査や水質の監修 

職員数が少なく、日常業務の負荷が大きな事業体や技術継承が十分に行えていない事業体も

あることから、技術的な職務で大きな位置づけである水質検査の共同実施を促進し、事業体の負

担軽減、水質安全の確保を図る必要がある。 

 

（広域連携による取り組み） 

 水質検査を共同で実施する。 

 

（高知県の役割） 

 技術を保有する水道事業体と連携し、水質検査の実施や水質管理の助言、水質の監修を

行う。 

 

（3） 給水サービスの向上 

 

①更新制導入による指定給水装置工事事業者の資質向上 

水道法が改正され、指定給水装置工事事業者の資質向上が強く求められる状況にあり、それ

に伴い、指定登録の事務処理の増加や講習会開催など、水道事業体の業務内容が増えることが

想定される。そのため、職員数の少ない水道事業体の業務負担の軽減を図る必要がある。 

 

（広域連携による取り組み） 

 指定給水装置工事事業者の資質向上のための講習会の開催や情報提供を共同して行

う。 

 

（高知県の役割） 

 技術を保有する水道事業体と連携し、講習会開催の助言や圏域ごとでの実施ができる

場の提供、必要情報の提供を行う。 

＜講習会の実施者＞ 

講習会の実施者は、県内の水道事業体とする。 

ただし、単独開催が困難な場合や、講習会を開催していない場合は、近隣事業体との広域開

催等を含めて検討する。 

なお、必要に応じて、（公社）日本水道協会高知県支部、高知県簡易水道協会、給水工事技術

振興財団などの協力を得て行う。  
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出典：指定給水装置工事事業者制度について 厚生労働省 

図 7-7 給水装置の概念図 

 

2） 強靭における施策目標と実現方策 

 
（2） 事業継続の強化 

 
②災害時等緊急時の資機材の確保 

本県は、地震や津波、土砂災害や豪雨災害など、多くの自然災害に見舞われるリスクがあり、

水道施設におけるハード面での対策だけでは、災害発生時の対応を十分に行うことが困難な状

況にある。そのため、災害発生時においても円滑な応急給水活動や応急復旧活動ができるよう

に、水道事業体は今以上に緊急用資機材の備蓄を促進するとともに、近隣事業体や圏域、県内

での資機材の融通を促進する必要がある。 

 

（広域連携による取り組み） 

 緊急用資機材の必要量を早期に把握し、圏域や県内で総量を確保する。 

 緊急用資機材を相互に融通する。 

 

（高知県の役割） 

 緊急用資機材の融通を提案し、緊急用資機材の融通を促進する。 

 各水道事業体の資機材保有情報を把握し、水道事業体に共有する。 

 各圏域の水道事業体が集まって、意見交換を行える場を設けることにより、緊急時に

おいても連携できるような関係を構築する支援を行う。 

 資機材整備補助制度の構築を検討する。 
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③災害時対応体制の構築 

本県は、地震や津波、土砂災害や豪雨災害など、多くの自然災害に見舞われるリスクがあり、

水道施設におけるハード面での対策だけでは、災害発生時の対応を十分に行うことが困難な状

況にある。そのため、災害発生時においても円滑な応急給水活動や応急復旧活動ができるよう

に、水道事業体の自助はもとより、近隣水道事業体との共助、さらには県との公助等により速やか

に災害時応援体制の構築及び協定の締結等を推進する。 

 

（広域連携による取り組み） 

 （公社）日本水道協会や簡易水道協会、近隣市町村との連携及び水道業者などとの連

携強化を図る。 

 

（高知県の役割） 

 災害時協定の状況や災害時の連携フロー、現状課題などのとりまとめや広域的な調

整、情報提供を行うことにより、災害時の連携強化を支援する。 

 県内の断・減水の状況や被災状況等の情報を収集し、（公社）日本水道協会の非会員

の支援を（公社）日本水道協会へ要請する。 

 

3） 持続における施策目標と実現方策 

 
（1） 運営基盤の強化 

 
②水道施設台帳の整備及びシステム化の実施 【重要施策】 

水道法が改正され、適切な資産管理、維持管理のために、水道施設台帳の整備が法令で義務

付けられている。一方で水道施設の管理台帳の整備が十分でない事業体もあることから、職員負

担軽減も勘案し、共同での整備・システム化や維持管理、データ更新等の運用を推進する。 

なお、水道施設台帳は、アセットマネジメントの基礎となるものであることから、アセットマネジメン

ト導入初期や、先行して整備することが望ましい。 

 

（広域連携による取り組み） 

 水道施設台帳の整備及びシステム化を共同で実施する。 

 

（高知県の役割） 

 技術を保有する水道事業体と連携し、水道施設台帳の整備やシステム化における指導

や助言、情報提供を行う。 

 補助事業などの交付金の活用についての情報提供や助言を行う。 

 
参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160418_00005.html 
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出典：水道法の改正について 厚生労働省 

図 7-8 水道施設台帳 調書及び図面として整備すべき情報 

 

＜数値目標＞水道施設台帳整備率＝水道施設台帳整備市町村/ 33 市町村 ＝ 100％ 

 

水道施設台帳は、改正水道法により、令和 4 年 9 月末までの整備が義務付けられていることか

ら、中間目標で 100％の達成とする。 

 

表 7-21 数値目標達成スケジュール（水道施設台帳整備率） 

 

⑤市町村の意向を尊重しつつ、経営統合を含めた広域化の検討 

本県は、水道用水供給事業を実施しておらず、また、高知市以外の多くの水道事業体の財政 

基盤が脆弱であることから、「ヒト」「モノ」「カネ」の観点より、広域化の効果について整理・検討す

ることが必要である。 

 

（広域連携による取り組み） 

 経営統合を含めた広域化の検討を進めるための情報提供や意見の提示などについて協

力する。 

 

（高知県の役割） 

 「事業統合」、「経営の一体化」、「管理の一体化」及び「施設の共同化」それぞれに 

ついて圏域内での検討を基本とし、統合の効果について定量的に検討・分析する。 

 「広域化推進プラン」を基に、水道事業体間の調整役として広域化を支援する。 

 

項目 現況（R1） 中間目標（R6） 最終目標（R11） 

水道施設台帳整備率 15％ 100％ 100％ 
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出典：水道広域化推進プラン策定マニュアル 平成 31 年 3 月 総務省・厚生労働省 

図 7-9 広域化の主な類型 

 

（2） 水道技術の継承と事業運営の効率化 

 

① 水道業務の受け皿となる支援組織の検討・活用【重要施策】 

多くの圏域において、水道の職員数が少なく日常業務の負荷が大きいことや、今後熟練技術

者が退職していくことから、適切な水道事業運営を行うために、業務の平準化、職員負荷の軽減

などの対策を講じる必要がある。 

（広域連携による取り組み） 

 広域支援組織などの広域的な受け皿組織の活用のための検討に協力する。 

 広域支援組織への水道業務等の委託を行う。 

 

（高知県の役割） 

 広域支援組織の構築や水道業務等の拡張を検討する。 

 

 

② 技術力確保のための研修会の実施 

職員数の不足や熟練技術者退職により、技術継承が十分に行えない水道事業体もあるため、

技術的な研修を共同で実施し、研修負担の軽減や技術力の確保を図る必要がある。 

 

（広域連携による取り組み） 

 技術力確保のために、研修会を共同で実施する。 
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（高知県の役割） 

 技術を保有する水道事業体と連携し、技術研修会開催の助言や圏域ごとでの実施がで

きる場及び必要情報の提供を行う。 

 

③ ICT、IoT 技術導入による維持管理の低減や水の安全性確保、災害対応の強化に資する事業運

営の効率化 

多くの事業体で、職員数が十分でなく、維持管理の負担も大きいことから、職員負担軽減のた

め、ICT、IoT 技術導入による共同での運転管理や保守点検などの維持管理の実施が望まれる。 

また、ICT、IoT 技術導入により、運転管理や保守点検の適正化が図れることにより、水の安全

性確保や災害時の情報の適切な伝達などによる対応の効率化が図れるなど、安全、強靭、持続

のすべての面において、効果が期待できるものである。 

なお、ICT、IoT 技術導入については、広域的な導入など、規模に応じて様々なケースがあり、

導入効果が期待されるケースについて、机上のシミュレーションやモデル事業の実施なども必要

に応じて検討する。 

 

 

（広域連携による取り組み） 

 ICT、IoT 技術導入による共同での運転管理や保守点検を行う。 

 ICT、IoT 技術導入による共同での漏水調査や管路の保守点検を行う。 

 

（高知県の役割） 

 技術を保有する水道事業体と連携し、ICT、IoT 技術導入や維持管理の助言を行う。 

 技術を保有する水道事業体と連携し、ICT、IoT 技術導入や漏水調査、管路の保守点検

の助言を行う。 
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出典：厚生労働省 水道分野におけるＩＣＴの活用 資料 

図 7-10 ICT 活用のイメージ図 

 

④ 運営基盤強化のための広域支援体制の構築・活用 

本県における水道事業体の基盤強化を図るためには、広域的な連携の取り組みを促進するこ

とが必要である。 

定期的に県及び中心的な事業体が核となり、情報の共有、技術の維持、効率的な手法や技術

助言による実現方策の推進支援を行う。 

 

（広域連携による取り組み） 

 広域支援体制への参加や協力し、また、活用する。 

 

（高知県の役割） 

 高知県水道ビジョン推進委員会を立ち上げ、委員会、推進部会により、水道基盤強化

の支援を行う。 

 実現方策達成のための財政支援内容を検討し、実施する。 
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8. 施策体系とロードマップ 

8.1 施策体系 

 

【基本理念】未来へつなぐ、自然の恵み豊かな高知の水道

【基本方針】安全で強靭かつ持続可能な水道の実現に向け、水道基盤の強化を図る

(1)水道システムの水質監視 【安全な水道①】 【設定値】

  ①作成支援ツール等を活用した水安全計画の策定（重要施策） 3 % % %

・水源汚染リスクや水質悪化の把握、対策が遅れている。   ②適切な水質検査や水質監修（広域連携） ー

・多くの市町村が外部委託により水質検査を実施している。   ③水源の適切な監視と保全の実施 ー

(2)クリプトスポリジウム等の汚染リスクに対応した浄水処理 【安全な水道②】
　①クリプトスポリジウム対策等による浄水処理の適正化（重要施策） 69 % % %

 

(3)給水サービスの向上 【安全な水道③】
  ①更新制導入による指定給水装置工事事業者の資質向上（広域連携）

(1)強靭な水道システムの構築 【強靭な水道①】 【設定値】

85 % % %

・土砂災害等の対策への取り組みは遅れている。 29 % % %

  配水池の耐震化率 67 % % %

基幹管路の耐震適合率 39 % % %

(2)事業継続の強化 【強靭な水道②】
・非常時における事業継続の対策が遅れている。 6 % % %

  ②災害時等緊急時の資機材の確保（広域連携） ―

  ③災害時対応体制の構築（広域連携） ―

(1)運営基盤の強化 【持続する水道①】 【設定値】

  ①水道事業ビジョンの策定 ―

15 % % %

  ③簡易支援ツール等を活用したアセットマネジメントの導入 67 % % %
（重要施策） （施設更新計画策定率）

  ⑤市町村の意向を尊重しつつ、経営統合を含めた広域化の検討

(2)水道技術の継承と事業運営の効率化 【持続する水道②】
  ①水道業務の受け皿となる支援組織の検討・活用（重要施策）

  ②技術力確保のための研修会の実施（広域連携） ―

(3)水道利用者サービスの向上 【持続する水道③】

※（R1）は、現状分析の数値を記載

・料金回収率の平均は、上水道、簡易水道ともに100%を下回って
いる。

・一部の水源において、設備の老朽化や濁度上昇、塩水化などが懸念
される。

・一部の水源において、津波浸水による機器の故障や塩水化など
が懸念される。

・災害時の市町村間の連携が不足している。

・有収率が上水道で90%を下回り、簡易水道で80%を下回る低い水
準にある。

・給水原価は、全国平均163.7円/m
3
（上水道）に比べ、安価な状況にあ

る。

・津波対策は全体的に未着手である。

・耐震化事業への取り組みが遅れている。

現状

現況

100
　(算式）対策実施施設/対策必要施設

（R1)
100

中間目標現況 最終目標
（R6） （R11)

（R11)（R1)

・浄水処理は、原水水質に対して概ね適正であるが、クリプトスポリジウム
等の汚染リスクに対し、未対策施設がある。

安　全

・水質汚染防止や水量を確保するために、水源保全の取り
組みが必要である。

高知県水道ビジョン　施策体系図

理想像 目標設定

水源から給水栓までの
水質の安全が確保され
た水道の維持

中間目標 最終目標
・原水水質は、概ね安定しているが、一部の水源において大雨や渇水に
起因した水質悪化や水量不足が懸念される。

・水源汚染のリスクの把握や水源から給水栓までのプロセ
スにおける水質の安全性を確保する必要がある。

・水質検査を適切に実施し、水質の安全性を確保する必要
がある。

100100水安全計画策定率
　(算式）策定市町村/33市町村

施策目標（課題） 施策の必要性

（R6）

実現方策

90

100

60

耐震化計画策定率
　(算式）策定市町村/33市町村         

　(算式）耐震化浄水施設能力/全浄水施設能力

　(算式）耐震化有効容量/全有効容量

100

45

※耐震化率、耐震適合率は、上水道事業のみ

80 85

災害が発生した際に、
迅速に応急給水や応急
復旧できる水道の構築

　(算式）策定市町村/33市町村

※簡易水道事業は1Aでも可

―

・水道施設、管路を適切に管理するために、水道施設台帳
の整備が必要である。

中間目標 最終目標
（R6）

現況
（R1) （R11)

地域住民に開かれた
水道の達成

―  ①現状の取り組みの共有や日常の接点を活かした地域住民との対
  　話

 健全かつ安定的な

―

・熟練技術者退職により、技術継承に課題が生じている。

  

・水道事業への理解を住民に深めて頂き、水道経営の基盤
強化や災害時の対応などに協力を得る必要がある。

・水道イベントや災害訓練など住民とのコミュニケーションへの
取り組みは少ない状況にある。

    （広域連携）

・南海トラフ地震や津波、土砂災害など自然災害に対し、
強靭な水道システムの構築が必要である。

給水栓における安全が
確保された水道の構築

・小規模自家用水道における水質汚染や給水装置に起因し
た水質汚染などの問題が社会的に顕在化してきており、水
質に対する安全性確保の必要性が高まっている。

・高知市圏域を除き、全体的に職員数が不足し、また技術職員数
も少ないため、職務上の負担が大きく、技術の継承、人材育成が
不十分である。

―

―

 災害に負けない、

  ③ICT、IoT技術導入による維持管理の低減や水の安全性確保、
    災害対応の強化にしする事業運営の効率化（広域連携）

 しなやかな水道

・災害が発生した場合に、円滑に応急給水や応急復旧など
の活動を行える準備を事前に行っておく必要がある。

持　続

・地震や津波、土砂災害などに対して、すべての施設、管
路のハード面の対策を講じることが困難なため、事前に資
機材の準備や応援体制を構築しておく必要がある。

健全かつ安定的な
水道経営の達成

45
　(算式）耐震適合性のある基幹管路延長/基幹管路総延長

55

  ②水道施設台帳の整備及びシステム化の実施（重要施策）（広域連携）

100クリプトスポリジウム対策実施率

水道BCP策定率

浄水施設の耐震化率

  ①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化（重要施策）

  ①BCP簡易様式等の活用や県外受援も考慮した｢水道BCP」の策定
（重要施策）

アセットマネジメント導入率(タイプ3C) 80 100

　(算式）AM導入市町村/33市町村

 安心・安全な水道 クリプトスポリジウム
等に対応できる水道の
構築

・原水の水質は、安定しているが、原水水質の悪化やクリ
プトスポリジウム等の汚染リスクが存在している。

 清浄な水源から

・応急給水や応急復旧用の資機材の備蓄量は、不足している。

  ②土砂災害、津波、洪水に対する浄水施設、配水池、基幹管路等の
     対策

    （広域連携）

―

・原水の水質変動に適応した浄水処理方式を採用する必要
がある。

・給水装置工事事業者の事業実態の把握が十分でない。

・南海トラフ地震被害想定において、本県は被害直後の断水率が
99％、1ヶ月後の断水率51％である。（40都府県ワースト1）

自然災害に強い水道の
構築

強　靭

  ④適正な水道料金体系の導入検討

水道施設台帳整備率 100 100
　(算式）水道施設台帳整備市町村/33市町村

・施設や管路の適切な把握やそれを基にした将来事業量の把握や
対策が遅れている。

・運営基盤強化のための財源確保や料金体系の検討が遅れている。 ・水道事業の経営環境の悪化に対し、支出の抑制や水道施
設、管路の健全化を計画的に図る必要がある。

・今後水需要が減少し、料金収入の減少が懸念され、水道
事業の経営環境は、悪化する傾向にあるため、収益改善の
対応策を講じる必要がある。

・維持管理や各種計画検討などに必要な体制や情報が十分に整っ
ていない。   ④運営基盤強化のための広域支援体制の構築・活用（広域連携）

水道技術が確保され、
維持管理の体制や仕組
みが適切に構築された
水道の達成

・水道事業を健全に継続していくためには、水道技術の継
承が必要不可欠である。

・水道事業を健全に継続していくためには、適切な維持管
理体制の構築や各種計画検討を行える体制の構築が必要で
ある。

 事業運営の水道
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8.2 ロードマップ 
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9. フォローアップ 

9.1 フォローアップ実施事項 

本ビジョンの実現方策の進捗状況や目標の達成状況、県内水道を取り巻く環境の変化等を踏ま

え、市町村の意見も踏まえながらビジョンの推進を図るためフォローアップが必要である。 

フォローアップでは、水道ビジョンで掲げた実現方策、目標を達成するために、以下の取り組みを

行う。 

 高知県水道ビジョン推進委員会（以下 推進委員会）によるフォローアップ 

 高知県の立入検査による進捗確認 

 

9.2 推進委員会によるフォローアップ 

1） 推進委員会の目的 

本ビジョンで掲げた実現方策、目標を計画期間中に達成するためには、本ビジョンにおける委員

会、作業部会の有用性を鑑み、市町村及び外部委員による意見交換や圏域単位での情報交換、

相互協力により進めていくことが、継続した取り組みを効率的に行う上で有効である。 

そこで、推進委員会、推進部会を設置することにより、水道ビジョンの実現を図る。 

 
2） 推進委員会運営体制 

推進委員会は、高知県食品・衛生課を事務局とし、全市町村（上水道事業者、簡易水道事業者と

も）の課長級の代表者及び外部委員により構成し、県全体で開催する。推進部会は、高知県食品・

衛生課を事務局とし、各市町村の実務者級で構成し、圏域単位で開催する。 

また、推進委員会での情報を高知県市町村振興課、南海トラフ地震対策課と共有し、水道基盤強

化の推進を図る。 

 

 

 

 
 

 
図 9-1 推進委員会 運営体制図 

 

 

 

 

 
 

 

図 9-2 推進部会 運営体制図 

中央西圏域 

高知県 市町村振興課 

  南海トラフ地震対策課 
※情報共有 

幡多圏域 須崎圏域 中央東圏域 安芸圏域 高知市圏域 

※技術支援

推進委員会事務局 

（高知県 食品・衛生課）

高知県 市町村振興課 

  南海トラフ地震対策課 ※情報共有 

全市町村 委員 外部委員 

※助言 

推進委員会事務局 

（高知県 食品・衛生課）
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3） 推進委員会実施内容 

推進委員会、推進部会の実施内容を下表に示す。 

なお、本取り組みを進めていく中で、各圏域において他の市町村の状況や考えを共有し、自発

的なリーダーの自覚が芽生えるよう促していく取り組みを行う。 

 
表 9-1 推進委員会概要 

 

表 9-2 推進部会概要 

※課題の確認、共有では、災害時の資機材の融通や意見交換など、具体的な連携についても話し合う。 

 

4） 推進委員会開催時期及び開催場所 

推進委員会及び推進部会の開催時期、開催場所は、以下とする。 

 
表 9-3 開催時期、開催場所 

※2 年目以降は開催時期を入れかえる。 

  

番号 項  目 内  容 備  考 

1 スケジュール確認 
各市町村の検討着手時期、達成時期

の報告、共有 
第 1 回推進委員会で確認 

2 進捗確認 
各圏域市町村の実現方策の進捗状況

の確認 
PDCA 進捗管理表等の活用 

3 
課題の確認、共有 

（全圏域） 

実現方策の実施上の課題や解決策を

全圏域で横断的に共有、検討 
PDCA 進捗管理表等の活用 

4 講演会の開催 水道業界の動向、先進事例等の把握  

番号 項  目 内  容 備  考 

1 進捗確認 
各圏域市町村の実現方策の進捗状

況の確認 
PDCA 進捗管理表等の活用 

2 
課題の確認、共有 

（各圏域） 

実現方策を進める上での課題、解決

策を各圏域で共有、検討※ 
PDCA 進捗管理表等の活用 

3 取り組み内容の紹介 取り組み内容の紹介及び意見交換  

4 セミナーの開催 各実現方策に関連する技術の研修  

番号 会議種別 開催時期※ 開催場所 備考 

1 推進委員会 毎年度 7 月頃 高知県庁等  

2 推進部会 毎年度 9 月～10 月頃 各保健所等  
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9.3 高知県の立入検査による進捗確認 

水道法改正等の趣旨を反映し、県が実施している従来の立入検査に加え、本ビジョンに掲げた

取り組み状況についても併せて確認する。 

 実施時期 毎年度 冬時期頃 
 
9.4 目標管理 

表 9-4 数値目標 

実現方策 項目 
現況 
（R１） 

中間

目標

（R6）

最終

目標

（R11）

調査名 
中間評価

採用年度

＜安全＞ 

作成支援ツール等を活用

した水安全計画の策定 
水安全計画 
策定率 

3％ 
（H29）※ 

100％ 100％
水道水質 
関連調査 

R4 

クリプトスポリジウム 
対策等による浄水処理の

適正化 

クリプトスポリジウム 
対策実施率 

69％ 
（H29）※ 

100％ 100％
水道水質 
関連調査 

R4 

＜強靭＞ 

浄水施設、配水池、 
基幹管路等の耐震化 

耐震化計画策定率 
85％ 

（H30）※ 
90％ 100％

国及び県の 

交付金事業計画
R5 

浄水施設の耐震化率 
29％ 

（H29）※ 
45％ 60％ 水道統計 R4 

配水池の耐震化率 
67％ 

（H29）※ 
80％ 85％ 水道統計 R4 

基幹管路の耐震適合率 
39％ 

（H29）※ 
45％ 55％ 水道統計 R4 

BCP 簡易様式等の活用や

県外受援も考慮した 
「水道 BCP」の策定 

BCP 策定率 
6％ 

（H30）※ 
100％ 100％

部会等 
ヒアリング 

R5 

＜持続＞ 

水道施設台帳の整備及び

システム化の実施 
水道施設台帳整備率 

15％ 
（H29）※ 

100％ 100％
水道事業の運営

に関する調査 
R4 

簡易支援ツール等を活用 
したアセットマネジメントの

導入 

アセットマネジメント 
導入率 
（施設更新計画策定

率） 

67％ 
（H29）※ 

80％ 100％
水道事業の運営

に関する調査 
R4 

※採用年度：現況の項目欄の（ ）年度は、ビジョン策定年度の R1 と明記しているが、データの実採用年度は、 

各データが整備された年度であり、各数値の下に（ ）書きで示している。 
 



 

 

 

95 

9
.5

 フ
ォ

ロ
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ア
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概

要
 

 



p. 1 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 高知県水道ビジョン用語集 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【あ行】 

１ IoT 

    Internet of Things の略称。情報社会のために、既存もしくは開発中の相互運用可能な

情報通信技術により、物理的もしくは仮想的なモノを接続し、高度なサービスを実現するグ

ローバルインフラ。 

※水道情報活用システム導入の手引き(経済産業省、厚生労働省)より 

 

２ ICT 

   Information and Communication Technology の略称。「ヒトとヒト」「ヒトとインターネット」が 

繋がること。「情報通信技術」を指す。 

※ネットの知恵袋(NTT 西日本公式ホームページ)より 

 

３ 浅井戸 

  地表から一番上の不透水層（粘土層など）までの帯水層の自由地下水又は伏流水を取

水する比較的浅い井戸で、一般に鉄筋コンクリート製の井筒を地下に設置し、その底面（井

底）又は側面から筒内に集水し、その水をポンプ等で揚水する施設。                        

※水道施設設計指針・解説 2012 年版（日本水道協会）より 

 

４ アセットマネジメント 

  持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイク 

ル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動。 

※水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（厚生労働省）より 

 

５ 一日最大給水量 

  一日に給水することができる最大の水量。 

※水道法第 3 条 6 より 

 

６ 応急給水計画 

  震災により断水が発生した場合、緊急の水需要に応ずるための臨時の給水計画のこと。 

   断水状況を把握した上で、給水車両や緊急貯水槽、仮設給水栓等を用いて計画する。 

※地震対策マニュアル策定指針（厚生労働省）より 
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【か行】 

１ 改正水道法 

   水道法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 92 号）。 

-改正の趣旨- 

人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の 

直面する課題に対応し、水道の基盤の強化を図るため、所要の措置を講ずる。 

   -改正の概要- 

① 関係者の責務の明確化 ② 広域連携の推進 ③適切な資産管理の推進 

④ 官民連携の推進 ⑤指定給水装置工事事業者制度の改善 

   -施行期日- 

   令和元年 10 月 1 日（ただし、③のうち水道施設台帳の作成し保管は令和 4 年 9 月３０日

までは、適用しない） 

※改正水道法の概要（厚生労働省）より 

 

２ 簡易水道事業 

   計画給水人口が 5,000 人以下である水道により、水を供給する水道事業。 

                                               ※水道法第 3 条 3 より 

 

３ 簡易専用水道 

    水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する 

  水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が 

政令で定める基準以下のものを除く。一般にはビル等の受水槽以下の施設を言う。 

※水道法第 3 条 7 より 

 

４ 緩速ろ過 

   比較的細かい砂層を通してゆっくりろ過することにより原水を浄化するもので、砂層と砂層表

面に増殖した微生物群が水中の不純物を捕捉し、酸化分解する作用に依存した浄水方法。  

※水道施設設計指針・解説 1990 年版（日本水道協会）より 

 

５ 管路更新率 

  管路総延長に占める更新された管路延長の割合を示すもので、信頼性確保のための管路 

 更新の執行度合いを表す指標の１つ。 

管路更新率（％）＝（更新された管路延長÷管路延長）×100 

※水道事業ガイドライン（日本水道協会）より 
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６ 基幹管路 

① 導水管、送水管及び配水本管。 

   なお、配水本管は「水道施設の技術的基準を定める省令第 1 条第 7 号イ(3)」を基本とす 

  るが、水道事業の規模、配水区域の広がり、市街化の状況、配水管路の口径・流量・配置

状況等を勘案して、水道事業者等において適切に定めるものとする。 

② 災害拠点病院、避難所などの重要給水施設に供給する管路は、口径を問わず、基幹管路 

  として扱うことが望ましい。 

※管路の耐震化に関する検討報告書（平成 25 年度管路の耐震化に関する検討会）より 

 

７ 給水原価 

   有収水量 1m3 当たりの経常費用（受託工事費を除く）の割合を示すもので、水道事業でど 

れだけの費用がかかっているかを表す指標の１つ。 

  給水原価（円/m3） ＝ 

   経常費用-（受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費+長期前受金戻入） 

                         年間有収水量 

※水道事業ガイドライン（日本水道協会）より 

 

８ 給水栓 

給水装置の末端に取り付けられ、水を出したり、止めたりする給水用具。 

※水道施設設計指針・解説 2012 年版（日本水道協会）より 

 

９ 急速ろ過 

   薬品沈殿池、ろ過池、消毒施設からなり、薬品処理により懸濁物質をあらかじめ凝集してフ

ロックとし、沈殿池で効率よく沈澱除去し、さらに急速ろ過池でろ過除去する方式。 

※水道施設設計指針・解説 1990 年版（日本水道協会）より 

 

１０ 供給単価 

   有収水量 1m3 当たりの給水収益の割合を示すもので、水道事業でどれだけの収益を得て

いるかを表す指標の１つ。 

   供給単価（円/m3） ＝ 給水収益÷年間総有収水量 

※水道事業ガイドライン（日本水道協会）より 

 

１１ 業務指標 

   水道サービスの目的を達成し、サービス水準を向上させるために、水道事業全般につい 

  て多面的に定量化するもの。 

※水道事業ガイドライン(日本水道協会)より 
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1２ 緊急用資機材 

   被災した際に迅速かつ円滑な応急給水活動及び応急復旧活動が実施できるように準備 

  しておく資機材。 

   例えば、給水車、照明機器、エンジンポンプ、水中ポンプ、燃料タンク、給水タンク、ポリタ 

ンク、携帯用残留塩素計、拡声器などが対象となる。 

※地震等緊急時対応の手引き（日本水道協会）より 

 

1３ クリプトスポリジウム 

   人間や牛などの小腸に寄生する原虫。塩素に耐性があり、水道水の消毒程度の塩素濃

度ではほとんど不活化されない。 

※水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針（厚生労働省）より 

 

1４ 経常収支比率 

    経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、水道事業の収益 

   性を表す指標の１つ。 

経常収支比率（％） ＝ （営業収益+営業外収益）÷（営業費用+営業外費用）×100 

※水道事業ガイドライン（日本水道協会）より 

 

1５ 広域連携 

    水道事業者等の間の連携及び２つ以上の水道事業又は水道用水供給事業の一体的 

  な経営。 

※水道法第 2 条の 2 より 

 

【さ行】 

１ 指定給水装置工事事業者 

    水道事業者の給水区域において給水装置の構造及び材料が水道法 16 条に基づく基準 

   に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められた 

   者。 

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

２ 重要度ランク A、Ｂ 

   ランク A1 の水道施設は、重要な水道施設のうちランク A2 の水道施設以外の水道施設。 

   ランク A2 の水道施設は、重要な水道施設のうち「代替施設がある水道施設」と「破損した 

  場合に重大な二次被害を生ずるおそれが低い水道施設」のいずれにも該当する水道施設。 

    ランクＢの水道施設は、ランク A1,ランク A2 以外の水道施設。 

※水道施設耐震工法指針・解説 2009（日本水道協会）より 
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３ 小規模貯水槽水道 

    水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規 

模受水槽（受水槽の容量が１０m3 以下）を有する施設で、水道法の適用を受けないもの。 

※飲用井戸等衛生対策要領の一部改正（厚労省通知 H26,3,31）より 

 

４ 上水道事業 

   計画給水人口が 5,000 人を超える水道事業。 

※昭和 49 年 厚労省通知（環水 81 号）より 

 

５ 自流 

    「ダム直接」、「ダム放流」、「湖沼水」以外の河川水の取水を行っている形態のもの。 

※高知県の水道より 

 

６ 水道事業 

    一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が 100 人以下で

ある水道によるものを除く。 

※水道法第 3 条 2 より 

 

７ 水道事業ガイドライン 

   水道事業の事業活動全般を分析・評価するための各種規格を総合的に考慮し、水道事

業の定量化によるサービス水準の向上のため制定した規格。 

※水道事業ガイドライン （日本水道協会）より 

 

８ 水道施設台帳 

   調書及び図面をもって組成するもので、水道施設の種類、型式、構造、設置年度などを 

 整理した台帳。 

※水道法施行規則第 17 条の 3（厚生労働省）より 

 

９ 水道整備基本構想 

   当該都道府県の水道に係わる諸条件の概要、水道の現況、圏域の区分（広域水道圏）、 

  需給の見通し、整備の基本方針、整備推進の方策と年次計画などについて明らかにした 

  もの。 

※水道用語辞典（日本水道協会）より 
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１０ 水道ＢＣＰ 

    地震災害等の大規模な被災によって、業務遂行能力が低下した状況下において、水道 

水の供給が継続できるかどうかの検討など、非常時優先業務を継続・再開・開始するための

計画。 

※新水道ビジョン（厚生労働省）より 

 

１１ 水道用水供給事業 

     水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業。ただし、水道事業者又は専

用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。 

※水道法第 3 条 4 より 

 

１２ 水道料金体系 

    個々の需要者から徴収する水道料金の算定の基礎となる単価の体系。 

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

１３ 専用水道 

     寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以

外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給

を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部

分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。 

 一 100 人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 

 二 その水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもの 

※水道法第 3 条 6 より 

 

１４ 送水管 

    浄水場で、処理された浄水を配水池などまで輸送する管路。 

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

【た行】 

１ 耐震適合管 

    耐震管、良い地盤に布設されたｋ形継手などのダクタイル鋳鉄管及びＲＲロング継手の硬 

質塩化ビニル管をいう。 

※水道事業ガイドライン（日本水道協会）より 
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２ 地下水 

    地表面下にある水をいい、不圧地下水と被圧地下水が、また、浅層地下水と深層地下水 

  がある。一般に地下水は、河川水に比べて水量、水質、水温が安定した良質な水源である。          

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

３ 導水管 

   原水を取水施設から浄水場まで輸送する管路。 

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

【な行】 

１ 南海トラフ地震対策行動計画 

   被害の軽減や地震発生後の応急対策、速やかな復旧・復興に向けた事前の準備など、高知 

  県や市町村、事業所をはじめ高知県民それぞれの立場で実施すべき具体的な取り組みをま 

とめた南海トラフ地震対策のトータルプランのこと。 

※南海トラフ地震対策行動計画（高知県危機管理部ホームページ）より 

 

【は行】 

１ 配水支管 

   配水本管から受けた浄水を給水管に分岐する管路。 

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

２ 配水本管 

   管網の主要な構成管路で配水支管へ浄水を輸送する管路。 

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

３ 深井戸 

被圧地下水を取水する井戸。ケーシング、スクリーン及びケーシング内に釣り下げた揚水

管とポンプからなり、狭い用地で比較的多量の良質な水を得ることが可能である。                  

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

４ 伏流水 

   河床や旧河道などに形成された砂利層を潜流となって流れる水。 

                                         ※水道用語辞典（日本水道協会）より 
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【ま行】 

１ 膜ろ過 

   原水を膜に通して、溶解性成分などの小さな不純物まで分離除去する浄水方法。 

※水道用語辞典（日本水道協会）より 

 

２ 水安全計画 

   水源から給水栓に至る水道システムに存在する危害を抽出・特定し、それらを継続的に監 

  視・制御することにより、安全な水の供給を確実にする水道システムを構築する計画。 

※水安全計画策定ガイドライン（厚生労働省）より 

 

 

【や行】 

１ 有収率 

   年間配水量に対する年間有収水量の割合を示すもので、水道施設を通して供給される水 

量が、どの程度収益につながっているかを表す指標の１つ。 

    有収率（％） ＝ 年間有収水量÷年間配水量×100 

※水道事業ガイドライン（日本水道協会）より 

 

【ら行】 

１ 料金回収率 

   給水原価に対する供給単価の割合を示すもので、水道事業の経営状況の健全性を表す 

  指標の１つ。 

    料金回収率（％） ＝ 供給単価÷給水原価×100 

※水道事業ガイドライン（日本水道協会）より 
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中央東圏域 令和元年 10 月 16 日（水） 

幡多圏域 令和元年 10 月 30 日（水） 
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4. 策定までのスケジュール 

 

年
度

月
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3

第 １ 回

第 ２ 回

第 ３ 回

第 ４ 回

第 ５ 回

作
業

部
会

　
（
圏

域
毎

）
　

(３
回

×
６

圏
域

＋
１

＝
１

９
回

)

 第 １ 回

 第 ２ 回

 第 ３ 回

 勉 強 会

備
　

考

平
成

3
0
年

度
平

成
3
1
年

度
／

令
和

元
年

度

委
員

会

県 水 道 ビ ジ ョ ン の 公 表

県 水 道 ビ ジ ョ ン の パ ブ コ メ

・
県

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
目

的
、

圏
域

決
定

・
現

状
把

握
項

目
決

定

・
目

標
年

度
の

決
定

・
課

題
の

抽
出

方
法

決
定

・
水

需
要

の
見

通
し

方
法

決
定

・
将

来
目

標
の

設
定

と
実

現

方
策

の
検

討

・
広

域
連

携
検

討
結

果
の

反
映

・
こ

れ
ま

で
の

検
討

結
果

を
踏

ま
え

た
県

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

案
の

確
認

現
状

把
握

の
作

業
課

題
抽

出
の

作
業

実
現

方
策

の
検

討
各

種
計

画
の

策
定

方
法

周
知

・
パ

ブ
コ

メ
反

映
後

の

県
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
案

の
確

認

意 見 反 映

広 域 支 援 組 織 意 向 調 査

事 前 意 見 徴 収
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5. 検討の際に使用した主な資料 

 

 水道事業における耐震化の状況 平成 27 年度、平成 28 年度 （厚生労働省） 

 地方公営企業年鑑 統計資料 平成 27 年度 （総務省） 

 国土交通省 国土地理院 基盤地図情報 

 水道統計 平成 28 年度 （（公社）日本水道協会） 

 地震等緊急時対応の手引き 平成 25 年度 （（公社） 日本水道協会） 

 水道事業ガイドライン（PI）を活用した現状分析ツール（（公財）水道技術研究センター）  

 高知県の水道 平成 27 年度、平成 28 年度  （高知県） 

 高知県市町村便覧 平成 29 年度 （高知県） 

 基本計画ベース図（水道施設、重要給水拠点、ハザード区域重ね合わせ図）（高知県） 

 生活基盤施設耐震化等事業計画 平成 31 年度  （高知県） 

 高知県水道施設耐震化交付金事業計画 平成 31 年度  （高知県） 

 水道水質関連調査 調査資料 平成 25 年度~平成 29 年度 （高知県） 

 

 

 

 


